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成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業 

 

総括研究報告書 

 

出生前検査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリング体制、 

支援体制の構築のための研究 

 

研究代表者：三宅 秀彦（お茶の水女子大学教授） 

 
研究要旨 
出生前検査に対する体制整備は進んできたが、多職種協働体制のさらなる推進が必要で

ある。さらに技術的にも網羅的検査手法による検査対象の広がりが課題となっている。こ

れらの課題に対応するため、以下の 4 つのグループを組織して調査・研究を行った。  
 
1) 産婦人科医を対象とした教育の検討 

卒後研修における遺伝医療についてもテーマとして研究を実施した。本研究では、教育プ

ログラム（講義シリーズ・ロールプレイ研修）の改訂と評価を実施し、産婦人科医の卒後

研修における遺伝医療について検討した。教育プログラムは概ね適切であるが、一部内容

の調整が必要とされた。ロールプレイ研修は非常に有効であり、参加者から高評価を得

た。 

 

2) 医師以外の関連職種を対象とした教育体制構築 

医師以外の職種(主として助産師，保健師)における出生前検査に関する実践，および教

育・研修に用いる資材を作成した．一次施設においてカップルへの一次対応に当たる助産

師向けには，本研究班で作成・運用している医師向けロールプレイ研修を基に，ロールプ

レイ事例集を作成した．自治体窓口で母子保健業務あたる保健師・助産師向けには，対応

マニュアル(案)を作成した．これらを活用した教育・研修の実装をすすめる。 

 

3) 出生前検査に関するエビデンス集積 

「出生前検査に関するエビデンス集積」として従来から実施されている出生前検査の現

状調査に加えて、欧米で行われている３つのトリソミー以外を検査対象とした NIPT や胎

児の網羅的遺伝学的検査などの出生前検査の文献調査を報告した。また、胎児を対象とし

た網羅的遺伝子解析の実施に関する医師の意識調査、NIPT 経験者の Web調査を実施した。 

 

4) 倫理的・社会的課題の検討 

 約 3 万人の web モニターを対象に質問紙票調査を実施し、本邦の市民において出生前

診断への意向と網羅的検査に対する考え方を調査した。医療者においては、態度と知識を

涵養し対応することが求められると考えられた。 

 

出生前検査に対する専門職の教育体制の整備が順調になされている一方で、新しい技術

への対応、一般のリテラシー向上が求められていることも明らかになった。統一性のある

教育・啓発体制の整備が求められる。 
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Ａ. 研究目的   
出生前検査は、胎児に疾患が存在すると考

えられる場合、胎児の状態を知るために実

施され、検査結果は、妊婦とそのパートナ

ーの意思決定に用いられる。出生前検査は、

疾患のある子のケアや治療の計画や実践に

繋げられることがある一方で、妊娠の継続

についての検討の機会ともなりうる。また、

社会において出生前検査の一般化によって、

何らかの疾患がある児の出生に対する視点

の変化が生じる可能性も否定できない。こ

のため、出生前検査の実施にあたっては、

検査を受ける妊婦やそのパートナーのもつ

葛藤、疾患のある人達の尊厳、そして社会

全体への影響といった倫理的・社会的諸課

題への配慮が必須となる。 
従来からある出生前検査、特に羊水検査や

絨毛検査等といった確定的検査については

検査手技などの専門技能が必要であるため

産婦人科医が対応していたため、日本産科

婦人科学会（以下、日産婦）からの見解発出

によってガバナンスが保たれてきた。しか

し、採血のみで実施できる非侵襲性出生前

遺伝学的検査（NIPT）の実装により、産婦

人科医以外が出生前検査に関与するように

なり、日産婦の指針による規制は実質的に

無効となった。このため、厚生労働省に

NIPT 等の出生前検査に関する専門委員会

（現在はこども家庭庁に移管）が設置され、

令和 3 年 5月に報告書が発表された。この

報告書の内容を受けて、日本医学会に出生

前検査認証制度等運営委員会（以下、運営

委員会）による NIPT の提供体制整備が開

始された。本研究班の前身である、成育疾

患克服等次世代育成基盤研究事業として実

施された「出生前診断の提供等に係る体制

の構築に関する研究」研究班（小西班）は、

出生前に関する種々の資料を運営委員会に

提供し、産婦人科専門医を対象とする研修

プログラムを構築してきた。また、出生前

検査の受検を考えるカップルへの情報提供

内容についても検討を行い、情報提供のた

めのパンフレットを作成した。これらの内

容は運営委員会に提供され、社会実装され

ている。また、世界 12 の国と地域における

出生前検査関連の ELSI 対応体制を評価す

るために、Quality Indicator(QI)について

調査を実施した。 

出生前検査の提供においては、単に検査を

提供するだけでなく、出生時の医療への対

応、グリーフケアへの対応なども求められ

るため、産婦人科医を中心に、小児科医や、

臨床遺伝の専門家、助産師、看護師、保健師

などによる多職種協働体制が必要である。

小西班では、産婦人科医を対象とした研修

システムを構築してきたが、医師以外の研

修体制の構築は未だ整備段階である。また、

出生前検査の技術面を見ると、マイクロア

レイや次世代シークエンサーを用いた解像

度の高い網羅的検査が利用可能となってい

る。例えば、NIPT を用いたトリソミー症候

群以外の微細欠失症候群などの検出も可能

となっており、これらの網羅的検査への対

応の検討も本邦における課題といえる。こ

のように複雑化しつつある、出生前検査の

現状調査を把握し、現状に沿った産婦人科

医および出生前検査に関連する職種の研修

体制の更新、倫理問題の再検討が要求され

る。 
そこで本研究班では、1) 産婦人科医を対

象とした教育の検討、2) 医師以外の関連職

種を対象とした教育体制構築、3) 出生前検

査に関するエビデンス集積、4)倫理的・社会

的課題の検討を行うこととした。 
 
 
Ｂ. 研究方法 

本研究班は、本研究班の構成員は、医師、

看護師、助産師、保健師、認定遺伝カウンセ

ラー、統計学者、科学コミュニケーター、社

会学者、など多職種からなっている。さら

に、参画する医師の専門領域も、産婦人科

だけでなく、小児科、内科、医学教育、医療

倫理など様々な領域から構成した。また、

日本産科婦人科学会、日本産科婦人科遺伝

診療学会、日本人類遺伝学会、日本遺伝カ

ウンセリング学会、日本助産学会、日本母

性衛生学会など、各種関連学会との連携が

可能となるように配慮している。 
本研究班は４つのサブグループ（以下、グ

ループ）からなり、グループの責任者（○）

は全グループに参画し、グループ間の相互

チェックを行うことで研究班のガバナンス

を保つこととした。さらに、特定のグルー

プに所属しないスーパーバイザーを置き、

総括的なスーパーバイズが行われるような
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システムとしている。 
各グループおよびスーパーバイザーの構

成は以下の通りである。アスタリスク(*)が
ついた班員は研究協力者である。 
 
グループ 1（産婦人科医を対象とした教育

の検討）： 
○山田(重)、久具、小出、佐々木(元)、澤井、

鈴森、浜之上、蒔田、三浦、伊尾* 
グ 
ループ 2（医師以外の関連職種を対象とし

た教育体制構築）： 
○西垣、浦野、遠藤、片岡、金井、佐々木

(規)、中込、大高*、門岡*、佐々木(亜)*、末
光* 
 
グループ 3（出生前検査に関するエビデン

ス集積）： 
○山田(崇)、佐々木(愛)、白土、関沢、秦、

増澤、山本、吉橋、石井*、小崎*、福嶋（小
池）*、柴田*、中村*、李(佳) *、増﨑* 
 
グループ 4（倫理的・社会的課題の検討）： 
○三宅、江川、倉橋、小林、佐村、竹内、

三上、吉田、清水*、李(怡) *、白土（グルー

プ 3 と兼任） 
 
スーパーバイス担当： 
小西（総括的なスーパーバイズ）、田中（統

計学的な立場からのスーパーバイズ）、大崎

*（科学コミュニケーションの立場からのス

ーパーバイズ） 
 
グループごとに会議を行い、グループごと

の研究を進めるほか、研究班全体としての

会議を年 2 回行い、それぞれの進捗を報告

し意見交換し、方向性の統一を図った。 
 
以下に、行われた全体会議およびその要点

を記す。 
【全体会議】 
第 1回：令和 6 年 7月 25日（木） 
・ ハイブリッド開催 
・ R6 年度方針の確認と共有 

 
第 2回：令和 7 年 1月 31日（金） 
・ ハイブリッド開催 
・ R6 年度の研究まとめ 

 
（倫理面への配慮） 
 本研究班の各グループの研究内容ごとに、

倫理申請の必要のある調査内容については、

班員の所属施設において審査、承認を受け

た。 

 

グループ３ 

・課題名「胎児を対象とした網羅的遺伝子
解析の実施に関する意識調査」 

（番号 生 024-0136・北海道大学） 

・課題名「出生前検査に関する妊産婦等の
意識調査のための研究」 

（番号 21-015-A・昭和大学） 

 

グループ４ 
・課題名「出生前検査に関する情報提供体

制、遺伝カウンセリング体制、支援体制

の構築のための研究」 

（番号 2024-176・お茶の水女子大学） 

 
 
Ｃ. 研究結果 

１．グループ１（産婦人科医を対象とした

教育の検討） 

 

NIPTを始めとする出生前診療は特別なも

のでなく全ての産婦人科医が対応可能にな

ることが理想であり、そのためには産婦人

科専門医の資質の中に遺伝医療の項目が入

ることが必要となる。そこで、本分科会で

は、卒後研修における遺伝医療についても

テーマとして研究を実施した。研究者間で

検討した結果、CQ およびコンピテンシー、

ロールプレイ研修プログラムの変更は行わ

なかった。周産期講義シリーズでは、講義

の順番を、出生前遺伝カウンセリングにお

ける基本的態度、検査対象となる疾患の概

要から開始し、それらに続けて出生前診断

の基本、さらに応用という流れで構築した。

本年度は、2024 年 12月 13日、14日の日

程で開催された第 10 回日本産科婦人科遺

伝診療学会において、座学および演習を担

当した。この参加者を対象とした評価で、

教育プログラムは概ね適切であるが、一部

内容の調整が必要とされた。ロールプレイ

研修は非常に有効であり、参加者から高評

価を得た。 
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産婦人科医の卒後研修における遺伝医療

についての検討では、NIPT をはじめとす

る出生前検査は産婦人科では日常診療にな

りつつあるため、産婦人科専門医を取得し

た段階で、これらの技能についても同時に

習得できているのが理想である。令和５年

度の本グループにおける研究から得られた

ように、専攻医レベルでの臨床遺伝につい

てスムーズに導入について、産婦人科専攻

医対象のコンピテンシー策定を行う方針と

した。本検討において、これまでに作成し

た出生前診断を実施する産婦人科専門医を

対象としたコンピテンシーを評価し、再評

価した結果、このコンピテンシー自体が専

門医以上のための極めて高度な知識・技能

を要求しているものでなく、専攻医レベル

でも目指すことが十分に可能なコンピテン

シーであると気づくことができた。 
 

２．グループ２（医師以外の関連職種を対

象とした教育体制構築） 

 

出生前検査に関する情報提供は、妊娠・出

産に関する包括的な支援の一環として妊婦

等に対し行うべきこととされており、包括

的な支援の担い手として，産婦人科専門医

のみならず、小児科・臨床遺伝の専門医、助

産師、保健師、看護師、心理職、認定遺伝カ

ウンセラー、社会福祉関連職、ピアサポー

ターなどの多職種が挙げられている。それ

らの職種の実践において、教育・研修の機

会が必要であり、これまでに本研究グルー

プでは、まず出生前検査に関する情報提供

における各職種の役割分担の全体像を明確

にし、医師以外の職種のうち、出生前検査

に関する支援の主たる役割を担うことが求

められる保健師・助産師における出生前検

査に関する教育・研修体制を構築する方針

とした。令和 6 年度は、助産師，保健師（自

治体母子保健担当者）を対象とした教育資

材を作成することを目標とした。 
助産師向け教育・研修は、医師への教育と

の統一性の観点から、本研究班で実施して

いる医師向け研修で使用する「胎児の染色

体異常を中心とした出生前遺伝カウンセリ

ング～参加一般診療で出会うことの多い相

談への対応 出生前診断に関する相談に対

応するためのロールプレイ事例集」の助産

師版を作成した。 
自治体母子保健担当者向け資材として、前

年度に実施した保健師対象ワークショップ

で抽出した教育ニーズ、および現に自治体

にて母子保健事業にあたっている助産師・

保健師へのヒアリングをもとに、行政母子

保健窓口担当者向け対応マニュアル(案)を
作成した。今後、これらを活用した教育・研

修の実装をすすめる。 
 

３．グループ３（出生前検査に関するエビ

デンス集積） 

 

「出生前検査に関するエビデンス集積」と

して従来から実施されている出生前検査の

現状調査に加えて、欧米で行われている３

つのトリソミー以外を検査対象とした

NIPT や胎児の網羅的遺伝学的検査などの

出生前検査の文献調査を論文として報告し

た。さらに産婦人科医を対象とした網羅的

遺伝学的検査についての意識調査を行い、

妊婦の NIPT 受検動向についての調査を行

った。 
従来の出生前検査実施の現状調査では、

2003-21 年に調査した出生前遺伝学的検査

解析を行っている主要検査施設 5 施設を対

象にアンケートを送付し、2022 年 1月から

2023 年 12 月の母体血清マーカー検査（第

1 三半期，第 2 三半期），羊水染色体検査，

絨毛染色体検査の解析件数を調査した。胎

児超音波マーカー検査については，The 
Fetal Medicine Foundation のホームペー

ジに掲載されている NT 計測資格保持者リ

スト上の医師名よりインターネット検索を

行い所属医療機関が判明した 263 を対象と

した。2022 年と 2023 年における主要検査

施設 5 施設での母体血清マーカー件数は

31,835 件と 25,553 件，羊水検査件数は

7,273 件と 5,620 件，絨毛染色体件数は

1,443件と 1,167件であった．2020 年より

調査を開始した，母体血清を組み合わせな

い胎児超音波マーカー単独の疾患リスク算

定検査については，96 施設より回答を得て，

合計検査件数は 2022 年 10,650件，2023 年

10,808件であった． 
３つのトリソミー以外を検査対象とした

NIPTや胎児の網羅的遺伝学的検査などの

出生前検査の文献調査では 3 種の染色体ト
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リソミー以外を対象とする検査については

遺伝カウンセリングが困難であることに加

え、検査精度や医学的意義、倫理的・社会

的影響等について慎重に検討が必要があ

り、その実施にはまず臨床研究が推奨され

る。 
胎児を対象とした網羅的遺伝子解析の実

施に関する意識調査を、分娩を取り扱う医

療機関の施設代表者（産婦⼈科医）を対象

に質問紙票調査で実施した。2025 年 1⽉に、

質問紙を⽇本産婦⼈科医会から得た全国の

分娩取り扱い施設に対して発送し、回答を

得た。調査結果は令和 7 年度に集計する。 
妊婦の NIPT 受検動向についての調査は、

認証制度開始後の NIPT 受検の状況がどの

ように変化しているかを把握する目的で実

施した。2025年 1月、妊婦用アプリを用い

た Web調査で1,295人から有効回答を得た。

NIPT 受検者の多く 69％は認証施設を選び、

検査費用は 11 万円未満が増加傾向にあっ

た。受検者は染色体疾患が疑われた場合、

小児科医の説明や公的支援情報を求めてお

り、通院先での受検を希望する声が多かっ

た。受検動向は変化しているが、意識には

大きな変化は見られなかった。 

 

グループ４（倫理的・社会的課題の検討） 

遺伝学的検査に関わる技術の進展によ

り、胎児の遺伝情報を網羅的に取得するこ

とができるようになってきた。その一方で

出生前診断としての実施には、技術的・臨

床的な課題だけでなく、倫理的にも課題が

存在する。今回、本邦の市民において出生

前診断への意向と網羅的検査に対する考え

方を調査した。約 3万人の webモニター

を対象に質問紙票調査を実施した。 
調査期間である 2025 年 3月 3日から

2025 年 3月 13日までに 30,0002 人から

回答の同意が得られた。なお、この

30,0002 人は本邦の年代、地域、性比にあ

わせて割り付けされて収集を行った。 
出生前検査に関わる用語の認知度につい

ての質問では、超音波検査と羊水検査では

半数近くの認知度があったが、NIPT（非

侵襲性胎児遺伝学的検査、いわゆる新型出

生前検査）、遺伝カウンセリング、絨毛検

査、母体血清マーカー検査（クアトロマー

カー検査・トリプルマーカー検査）は 1割
程度の認知度であった。網羅的検査に関す

る用語の認知はより低かった。 
出生前検査に対する意向として、自身が

受ける立場であった場合、パートナーが受

ける立場であった場合、それぞれについて

質問したが、「出生前検査を希望する」が

「出生前検査を希望しない」より若干多い

が、ほぼ半々といった結果であった。 
出生前検査の受検判断における他人の意

見をどの程度参考にするかでは、パートナ

ーの意見が最も重視されており、次いで医

師の意見、医師以外の医療者の意見であっ

た。 
網羅的遺伝学的検査の特徴について解説

し、網羅的な出生前検査に関して重視する

項目について 4件法で確認した結果、目的

となる所見の発見が 8割以上の回答者が

「とても重視する」「まあまあ重視する」

としており、血縁者の評価、重症度や発症

時期のあいまい性、取り扱える医療機関の

限定、解釈の限界、二次的所見の検出、将

来的な解釈変更についても「とても重視す

る」「まあまあ重視する」とした回答者が

7割を超えていた。親子関係の不在を確認

できることについては、63.9%の回答者が

「とても重視する」「まあまあ重視する」

としていた。 
次年度ではクロス集計などを行い、さら

に詳細な解析を予定している。 
 
各グループの詳細な結果については、分

担研究報告書を参照されたい。 
 

 

Ｄ. 考察 

 

 本研究班の活動により、産婦人科医に対

する出生前検査に関する教育体制の整備を

進めることができた。さらに助産師、保健

師、自治体職員などの関連職種に対する教

育においても、産婦人科医との統一性をも

った教育体制の構築に向けた基盤を構築す

ることを現実的なものにすることができた。 

 一般に向けた２つの質問紙票調査におい

ては、かかり付けの産婦人科医療機関での

相談の重要性があらためて明確化された。

その一方で、遺伝カウンセリングや新しい
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検査技術の認知度は低かった。網羅的検査

は、技術的に利用可能である一方で、本研

究班の前年度調査にもあるように技術的・

倫理的にも課題がある。さらに、環境的に

更なるリテラシーの醸成が求められる中で

出生前検査の情報提供が妊娠してからなさ

れることを考えると、医療機関への時間的・

人的負担は大きいと推察される。社会実装

においては、一般社会を含めた教育・啓発

体制が必要であると考えられた。 

Ｅ. 結論 
出生前検査に対する専門職の教育体制の

整備が順調になされてきている。その一方

で、新しい技術への対応、一般のリテラシ

ー向上が求められていることも明らかにな

った。統一性のある教育・啓発体制の整備

が求められる。 

 

 

Ｆ. 健康危険情報 

  該当なし 

 

 

Ｇ. 研究発表 

 なし 
 

 

Ｈ. 知的財産権の出願・登録状況 

該当なし 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．分担研究報告書 
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令和５年度こども家庭科学研究費補助金 

成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業 

分担研究報告書 

 

出生前検査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリング体制、 

支援体制の構築のための研究 

 

【第１グループ】産婦人科医を対象とした教育の検討 
 

 

第１グループ研究分担者一覧（五十音順） 
山田 重人  京都大学 大学院医学研究科人間健康科学系専攻    教授 
久具 宏司  国際医療福祉大学 成田薬学部            教授 
小出 馨子  昭和医科大学 医学部 産婦人科学講座        准教授 
佐々木元子  お茶の水女子大学  基幹研究院           講師 
澤井 英明  兵庫医科大学 看護学部               特命教授 
鈴森 伸宏  岩手医科大学 大学院医学研究科 臨床遺伝学     教授 
浜之上はるか 横浜市立大学附属病院 遺伝子診療科         講師 
蒔田 芳男  旭川医科大学病院 遺伝子診療カウンセリング室    教授 
三浦 清徳  長崎大学 大学院医歯薬学総合研究科         教授 
西垣 昌和  国際医療福祉大学 大学院医療福祉学研究科      教授 
山田 崇弘  北海道大学  北海道大学病院臨床遺伝子診療部    教授 
三宅 秀彦  お茶の水女子大学 基幹研究院            教授 
 
研究協力者（五十音順） 
伊尾 紳吾  小阪産病院                     院長 

研究代表者 三宅 秀彦 お茶の水女子大学大学院 教授 
研究分担者（代表補佐） 山田 重人 京都大学大学院医学研究科 教授 

 西垣 昌和 国際医療福祉大学大学院 教授 
 山田 崇弘 北海道大学病院 教授 

研究要旨 
NIPT を始めとする出生前診療は特別なものでなく全ての産婦人科医が対応可能になる

ことが理想であり、そのためには産婦人科専門医の資質の中に遺伝医療の項目が入るこ

とが必要となる。そこで、本分科会では、卒後研修における遺伝医療についてもテーマ

として研究を実施した。本研究では、教育プログラム（講義シリーズ・ロールプレイ研

修）の改訂と評価を実施し、産婦人科医の卒後研修における遺伝医療について検討し

た。教育プログラムは概ね適切であるが、一部内容の調整が必要とされた。ロールプレ

イ研修は非常に有効であり、参加者から高評価を得た。 
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Ａ．研究目的 
日本産科婦人科学会の「出生前に行われ

る遺伝学的検査および診断に関する見解

（平成 25 年）」では、出生前に行われる遺

伝学的検査および診断の基本的な概念につ

いて、「妊娠中に胎児が何らかの疾患に罹

患していると思われる場合に、その正確な

病態を知る目的で遺伝学的検査を実施し、

診断を行うこと」としている。平成 9 年

(1997 年)の WHO による遺伝医学と遺伝サ

ービスにおける倫理問題に関する国際ガイ

ドラインにおいても、「出生前診断の目的

は、胎児が特定の医学的状況にあり、その

ために、妊娠を困難にしている状態を除外

することにある」とあり、その上で、「得

られた情報は、カップルが選べる選択肢、

例えば、妊娠を最後まで継続し、難しい分

娩や罹患した胎児の誕生に備える、または

妊娠を中絶するなどの意志決定のプロセス

を援助するために告知される」と記載され

ている。この妊娠に関わる意思決定では、

妊婦およびその家族にとって大きな心理社

会的課題をもたらすことになる。したがっ

て、出生前診断の診療においては、妊婦お

よびそのパートナーの自律的な意思決定を

支援するために、正確な情報提供と心理社

会的支援による対応が望まれる。 
妊娠出産に関わる意思決定において、正

確な情報が必要であるが、初等中等教育で

必須の事項となっておらず、インターネッ

ト上には様々な情報が流れている。したが

って、妊娠の初期対応の段階から正確な情

報提供が出来る体制が望まれる。さらに、

心理社会的課題に対応するためには、単に

情報が正確であることだけでは不十分で、

妊婦やパートナーの訴えや悩みを正確に聴

取し、心理社会的な課題についてカウンセ

リング・マインドをもって、意思決定支援

ができることも必要となる。 
平成 29 年度から令和元年度にかけて、

本研究班の前身となる厚生労働科学研究

（第二期小西班）において、出生前診断の

遺伝カウンセリングを習得するための教育

プログラム、具体的には、知識面としては

出生前診断に関して網羅的に学修できる研

修マニュアルおよび講義（「周産期講義シ

リーズ」）と、技術面・態度面を習得する

ための遺伝カウンセリングロールプレイ演

習カリキュラム（「遺伝カウンセリングロ

ールプレイ演習」）を開発した（添付資料

１）。この成果物は、第 4回日本産科婦人

科遺伝診療学会学術講演会（平成 30 年 12
月 14〜15日）において、同学会の学会認

定（周産期）のカリキュラムとして実際に

使用されることとなった。以降、同学会の

研修プログラムとして定着し、その使用感

のアンケートをもとに翌年ブラッシュアッ

プする、というサイクルがほぼ確立した。

令和２年度から令和４年度にかけては、本

研究班の前身である厚生労働行政推進調査

研究（第三期小西班）に研究が引き継が

れ、周産期講義シリーズ・遺伝カウンセリ

ングロールプレイ演習の実施が学会から委

託され、その実施に基づき内容の再検討・

ブラッシュアップを３年間にわたり実施し

た。 
本研究班においても、今後３年間、周産

期講義シリーズ・遺伝カウンセリングロー

ルプレイ演習の実施について本分科会が中

心として行うこととなった。 
一方、上記プログラムは、すでに産婦人

科専門医を取得している医師を対象とした

ものであった。現在の医学生は医学教育モ

デル・コア・カリキュラムの改訂によりあ

る程度の遺伝医学教育を受けており、この

世代にいかにして産婦人科初期研修中に遺

伝医療を修得させるかも重要な課題であ

る。NIPT を始めとする出生前診療は特別

なものでなく全ての産婦人科医が対応可能

になることが理想であり、そのためには産

婦人科専門医の資質の中に遺伝医療の項目

が入ることが必要となる。そこで、本分科

会では、卒後研修における遺伝医療につい

てもテーマとして研究を実施することとし

た。 
 
Ｂ．研究方法 
 1. 研修教材の改訂 
研究者間で討議を行い、前年度に得られ

た改訂意見と出生前診断をとりまく現状を

踏まえて、教材の改訂方針を決定した。周

産期講義シリーズの CQ は変更せず、講義

内容の修正を主体に更新した。ロールプレ

イ教材に関しても同様に研究者間で討議を

実施した。 
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2. 周産期講義シリーズの評価 
講義の評価については、令和６年 12月

13日、14日の 2日間の日程で、東京で開

催された第 10回日本産科婦人科遺伝診療

学会において、本研究班の研究者によって

評価を行った。本調査は、無記名式の質問

紙票調査とした。 
研究対象者は、本研究班員とし、講義を

オンサイトもしくはオンデマンドで受講

し、講義の難易度、分量、担当 CQ の理解

を進める効果について 3段階 Likert指標
で、マニュアル／講義部分について特によ

かった点および改善点を自由記述で意見を

集約した。 
 
3. ロールプレイ演習への評価 
ロールプレイに関する評価は、第９回日

本産科婦人科遺伝診療学会に加えて令和 6
年 1月 28日に東京で行われたロールプレ

イ研修会で行われた講義および演習を実施

し、それに対する評価を受けることとし

た。 
研修会の参加者を対象とした調査は、無

記名自記式の質問紙票調査として実施し

た。質問紙票の内容として、参加者ロール

プレイ演習における学習の成果、達成度、

要約など研修に関する感想および意見を尋

ねた。研究への参加依頼は演習の開始時に

行い、研究への不参加が研修において不利

益にならないことを明示した。研修指導者

には、研修マニュアルおよび研修の評価を

受けた。 
 

4. 卒後研修における遺伝医療 
卒後研修における遺伝医療については、

どのような手法で実施することが可能か、

自由討論にて研究者間で討議を行った。 
 
Ｃ．研究結果 
1. 研修教材の改訂 
研究者間で検討した結果、本年度も CQ

およびコンピテンシーには変更を行わなか

った。 
周産期講義シリーズでは、講義の順番

を、出生前遺伝カウンセリングにおける基

本的態度、検査対象となる疾患の概要から

開始し、それらに続けて出生前診断の基

本、さらに応用という流れで構築した。 

ロールプレイ研修についても、研修の参

加者、指導者のマニュアルの改訂は実施し

なかった。 
 
2. 周産期講義シリーズの評価 
周産期講義シリーズに対しては、難易

度・分量ともに概ね適切との評価が得られ

た。一部、分量が多すぎるまたは少なすぎ

るという評価がついた講義もあった。以下

のような評価が得られた。なお、対応する

CQ は添付資料１に記載したとおりであ

る。 
 
3. ロールプレイ演習への評価 

2024 年 12月の研修会について研修指導

者 24件、研修参加者 97件の回答を得た。

参加が初めてである研修参加者が 60%と半

数以上を占めた。「新しい学びがあった

か」という問いには 100%の参加者が「あ

った」と回答しており、「ロールプレイ研

修は今後の診療に役立ちそうか」という問

いには 89%の参加者が「役立ちそう」と、

11%の参加者が「まあまあ役立ちそう」と

回答し、ネガティブな回答はゼロであっ

た。指導者側へのアンケートでも、内容や

実施方法に対して否定的な回答は見られな

かった。 
 
4. 卒後研修における遺伝医療 

NIPT をはじめとする出生前検査を実施

するために診療上で必要とされる技能につ

いて、現状、初期研修・後期研修で確実に

習得できるものではない。そのため、特に

NIPT の実施に際し、本研究班と日本産科

婦人科遺伝診療学会で実施する認定制度が

必要とされている。一方で、NIPT をはじ

めとする出生前検査は産婦人科では日常診

療になりつつある。そのため、産婦人科専

門医を取得した段階で、これらの技能につ

いても同時に習得できているのが理想であ

る。令和５年度の本グループにおける研究

で、専攻医レベルで、臨床遺伝についてス

ムーズに導入するための手法および内容を

設定することが必要と考えられた。 
実際の研修内容については、研修施設で

履修可能なレベル、実際の臨床に必要なレ

ベルなど具体的な内容について検討する必

要があることが想定された。本年度は産婦
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人科専攻医対象のコンピテンシー策定を行

う方針としており、その内容を検討するこ

ととした。本研究班およびその前身である

小西班では、上記 C-1~3 で言及している

研修教材および講義シリーズ、ロールプレ

イ演習などの成果物を有しているが、この

作成の際に、出生前診断を実施する産婦人

科専門医を対象としたコンピテンシーを作

成している（添付資料２）。本年度の研究

でこれを再評価した結果、このコンピテン

シー自体が専門医以上のための極めて高度

な知識・技能を要求しているものでなく、

専攻医レベルでも目指すことが十分に可能

なコンピテンシーであると気づくことがで

きた。議論の中で、このコンピテンシーの

中で「NT計測」に関する項目については

再考する必要があることが確認された。 
 
Ｄ．考察 
1. 研修教材の改訂 
（変更なかったため特に考察はなし） 
2. 周産期講義シリーズの評価 
周産期講義シリーズとしては今回で７回

目であり、内容的には安定してきたと考え

られるが、班員による評価で「多すぎる、

難しすぎる」という評価がついた講義もあ

り、これについては変更が必要か次年度に

検討する。 
3. ロールプレイ演習への評価 
参加者へのアンケートでは、研修会が有

効であったという評価がほとんどであり、

対象となる産婦人科専門医に貴重な機会を

提供できたと考えられる。指導者へのアン

ケートでついた個々のコメントについて、

今後の課題として次年度に検討する。 
 

4. 卒後研修における遺伝医療 
自由討論により初期研修・後期研修でス

ムーズに臨床遺伝を導入するための様々な

アイディアが検討された。コンピテンシー

については、本研究班の前身である小西班

で策定されたコンピテンシーがほぼそのま

ま使えそうであることが確認できた。この

コンピテンシーを礎とした「講義シリー

ズ」「ロールプレイ研修会」がすでに実践

されており、これを専攻医レベルで受講す

ることも一案と考えられた。日常診療の場

で遺伝医療の実践があれば理想的である

が、施設により遺伝医療の実践が難しい場

合には、ロールプレイ形式での経験・学習

も研修手法の一案となり得ると考えられ

る。これらの検討を元に、次年度では産婦

人科専攻医対象の遺伝医療の研修の実施方

法について、日本産科婦人科学会への提言

を作成する方針とした。  
 
Ｅ．結論 
産婦人科医を対象とした遺伝医療に関す

る教育として、周産期講義およびロールプ

レイ研修のカリキュラムを構築し、運用計

画を立て、これらを利用して日本産科婦人

科遺伝診療学会で認定制度として実践し

た。講義シリーズは班員による評価を、ロ

ールプレイ研修については参加者と指導者

にアンケートをそれぞれ実施し、次年度へ

向けてブラッシュアップするための基礎デ

ータとした。卒後研修における遺伝医療に

ついては、初期研修・後期研修でスムーズ

に臨床遺伝を導入するための様々なアイデ

ィアが検討され、次年度では産婦人科専攻

医対象の遺伝医療の研修の実施方法につい

て、日本産科婦人科学会への提言を作成す

る方針とした。 
 
Ｆ．健康危険情報 
  なし 
 
Ｇ．研究発表 
  なし 
 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
  なし 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 16 

添付資料１ 
＜周産期講義シリーズ＞ 
 周産期講義シリーズは、15クリニカル・

クエスチョン（CQ）を学修するためのマニ

ュアルと、CQ を理解するための９つの講義

からなっている。CQ を以下に示す。 
【CQ】 
 本周産期講義シリーズで取り上げた 15 の

CQ は以下の通りである。 
 
CQ1: 出生前診断に関わる遺伝カウンセリ

ングとはどういうものか?  
CQ2: 産科一次施設においてもなぜ良質な

ファーストタッチ（遺伝カウンセリングマ

インドを持った初期対応）が必要か？  
CQ3: 出生前遺伝学的検査の前と後に、なぜ

遺伝カウンセリングが必要なのか？  
CQ4: 出生前診断に関する相談への対応に

おいて医療倫理はどう考えるべきか？  
CQ5: 出生前診断に関する相談への対応に

おいて関連し遵守すべき法律、見解、指針、

ガイドライン、提言は？  
CQ6: 高次施設への紹介先はどのように探

したらよいか？  
CQ7: 高次施設への紹介状に記載すること

は？ 
CQ8: 出生前診断について全妊婦に伝える

べきか？  
CQ9: 先天性の症状や疾患が疑われた場合

の自然歴，日常生活等について相談された

時の対応は？  
CQ10: 染色体検査を想定した出生前遺伝学

的検査について相談された時の情報提供

は？ 
CQ11: 単一遺伝性疾患や特定の染色体構造

異常などを対象とする疾患を想定した特異

的な出生前遺伝学的検査について相談され

た時の情報提供は？  
CQ12: 十分な遺伝カウンセリングを受けら

れずに困っている妊婦への対応を求められ

た時は？  
CQ13: 検査結果の適切な保存法／取り扱い

方法は？  
CQ14: 出生前遺伝学的検査に関わる研修を

したいときは？  
CQ15: 遺伝カウンセリングにおいて、気を

つけなければいけない言葉はありますか？ 
 

【周産期講義】 
以上の 15 の CQ を学修するための 9 つの

講義は以下のような構成となっている。 
 
1. 周産期臨床遺伝体制と施設間連携 
2. 出生前遺伝学的検査と医療倫理（関連し

遵守すべき法律、見解、指針、ガイドライン、

提言）  
3. 出生前検査の遺伝カウンセリングにおけ

る基本的態度と家族歴聴取 
4. 高年妊婦への出生前診断に関連した対応 
5. 出生前遺伝学的検査の必須知識（血清マ

ーカー検査・コンバインド検査・NIPT・羊
水・絨毛検査） 
6. 出生前遺伝学的検査異常に対する実臨床

でのアプローチ法 −超音波検査の活用− 
7. 一歩進んだ出生前遺伝学的検査（単一遺

伝子疾患・マイクロアレイ・NGS の活用と

その注意点） 
8. ダウン症候群について（自然史、生活ぶ

り、家族の状況等） 
9. 18・13トリソミーの自然史、生活ぶり、

家族の状況等について 
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＜遺伝カウンセリングロールプレイ演習＞ 
遺伝カウンセリングロールプレイ演習は、

以下の 15 の学修目標を達成するために、16
の想定事例を設定した。 
 
【ロールプレイの学修目標】 
 ロールプレイの学修目標は以下のとおり

である。 
1. 妊婦および家族に対して支援的なコミュ

ニケーションが行える 
2. 妊婦および家族の持つ不安を傾聴し、問

題を共有できる 
3. 妊婦および家族の情報を確認し、遺伝学

的リスクの算定ができる 
4. 胎児のもつ個別の遺伝学的リスクを説明

できる 
5. 先天性疾患の一般的な事項を説明できる 
6. 妊婦の状況に合わせた出生前遺伝学的検

査の方法を選択し、提示できる 
7. 検査の内容を概説できる 
8. 出生前遺伝学的検査の限界を説明できる 
9. 妊婦とその家族の持つ心理社会的問題を

支援できる（妊婦とその家族の妊娠継続に

関わる意思決定について、支援および助言

ができる。） 
10. 他の医療者、福祉、支援者と連携できる 
11. 高年妊娠に関係する他の産科的リスク

について説明できる 
12. 胎児が Down 症候群であるリスクにつ

いて算定し、医学的な説明ができる 
13. Down症候群のある人について、心理社

会的側面からの課題および支援について説

明できる 
14. NTとその計測について意義が説明でき

る 
15. NT計測で得られた遺伝学的リスクから、

以降の出生前遺伝学的検査の選択ができる 
 
【ロールプレイ事例】 
ロールプレイ演習では検査前の遺伝カウン

セリング 18 事例と結果説明の 1 事例の計

19 事例を設定した。本ロールプレイ演習で

は、1名の遺伝カウンセリング担当者が 2名
のクライエントに対応する内容となってい

る。また、遺伝カウンセリング担当者と妊婦

役のシナリオを別立てとして、それぞれの

情報量の差を持たせている。また、妊婦役の

シナリオには、役作りのヒントとなる事項

を掲載した。なお、結果説明は 1 事例とし

ているが、検査の結果は、陰性、判定保留、

21トリソミー陽性、18トリソミー陽性の 4
通りが選べるようになっており、実質的に

は 4 通りに使用が可能である。なお、ロー

ルプレイ事例のタイトルは以下の通りであ

る。 
 
事例 1-1  漠然とした不安（全てが不安） 
事例 1-2 漠然とした不安（友人が NIPT を

受けた 34歳）  
事例 1-3 既往歴・家族歴（染色体異常によ

る流産既往） 
事例 1-4  高年妊娠（ICSI を受けたことが心

配） 
事例 1-5  高年妊娠（既往帝王切開 2回）  
事例 1-6  NT（妊娠 10週の NT が 3mm） 
事例 1-7  NT（第一子海外で出産）  
事例 1-8  NT（14週NT 検査希望） 
事例 1-9  NT（NT が 5～6mm） 
事例 1-10  漠然とした不安（うつ既往） 
事例1-11高年妊娠（パートナーに妻子あり） 
事例 1-12 Down症候群（前児が Down症
候群、自発的な相談） 
事例 1-13 Down症候群（義理の兄が Down
症候群） 
事例 1-14 既往歴・家族歴（いとこの子供

が自閉症） 
事例 1-15 Down症候群（Robertson型転
座の可能性がある Down症候群） 
事例 1-16 既往歴・家族歴（筋ジストロフ

ィー）  
事例 1-17 既往歴・家族歴（前児が Down
症候群、前医からの継続） 
事例 1-18 漠然とした不安（反復流産の既

往） 
事例 2 結果説明 
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添付資料２ 出生前診断を行う医療者におけるコンピテンシー 第 1 版（第２期

小西班・赤字はコメントや変更） 
 
【初期対応における目標】 
・ 妊婦(および家族)に中立的に対応できる。 
・ 出生前診断は必須の検査ではない事を理解した対応ができる。 
・ 妊婦(および家族)の出生前診断への姿勢を聴取できる。 
・ 妊婦(および家族)の出生前診断に対する希望を確認できる。 
・ 自身の技量で対応できる範囲を認識できる。 
 
【共通目標】 
・ 妊婦および家族に対して支援的なコミュニケーションが行える。 
・ 妊婦および家族の持つ不安を傾聴し、問題を共有できる。 
・ 妊婦および家族の情報を確認し、遺伝学的リスクの算定ができる。 
・ 胎児の持つ個別の遺伝学的リスクを説明できる。 
・ 先天性疾患の一般的な事項を説明できる。 
・ 妊婦の状況に合わせた出生前診断の方法を選択し、提示できる。 
・ 検査の内容を概説できる。 
・ 出生前検査の限界を説明できる。 
・ 妊婦とその家族の持つ心理社会的問題を支援できる。 
・ 他の医療者、福祉、支援者と連携できる。 
 
【高年妊娠】 
・ 高年妊娠に関する他の産科的リスクについて説明できる。 
 
【Down 症候群】 
・ 胎児が Down 症候群であるリスクを算定できる。 
・ Down 症候群のある胎児および人についての医学的な説明ができる。 
・ Down 症候群のある人についての心理社会的側面の説明ができる。 
・ 次回妊娠における再発リスクを説明できる。 
 
【NT 計測】→NT 計測を単独で説明・利用する場が現実的かどうか。 
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・ NT 計測について説明ができる。 
・ NT 計測値から遺伝学的リスク評価ができる。＊ 
・ NT 計測で得られた遺伝学的リスクを説明できる。 
・ NT計測で得られた遺伝学的リスクから、以降の出生前診断の選択ができる。 
＜NT 計測について全体会議でのコメント＞ 
・専攻医向けの内容としては、この項目は不要かもしれない。 
・NT は偶然発見されることもあるため、NT 単独でリスク評価をすることが一

般的ではないことを認識する必要がある。ただし、偶然 NT が見つかり、不安を

抱えた妊婦が相談に来るケースはあり得る。そのような場合の対応については、

テキスト内に記載を残しておいたほうがよい。 
 
【参考：中級〜上級】 
・ 遺伝カウンセリングにおけるアジェンダ設定ができる。 
・ DNA、遺伝子、染色体について、分かりやすく説明できる。＠ 
・ 日本における出生前遺伝学的検査の受検状況を説明できる。＠ 
・ 中絶につながる検査であるということを説明できる。＠ 
・ 生殖医療・周産期医療の現状について説明できる。 
・ 胎児治療について説明できる。 
 
＠：コンピテンシーに入れてもいいのでは？という内容 
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令和５年度こども家庭科学研究費補助金 

成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業 

分担研究報告書 

 

出生前検査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリング体制、 

支援体制の構築のための研究 

 

【第２グループ】医師以外の関連職種を対象とした教育体制構築 

 

第２グループ研究分担者一覧（五十音順） 
浦野 真理  東京女子医科大学 ゲノム診療科           公認心理師 
遠藤 恵子  山形県立保健医療大学 保健医療学部 看護学科    教授 
片岡弥恵子  聖路加国際大学 大学院看護学研究科         教授 
金井  誠  信州大学 医学部保健学科              教授 
佐々木規子  長崎大学 大学院医歯薬学総合研究科         准教授 
中込さと子  信州大学 医学部保健学科 看護学専攻        教授 
西垣 昌和  国際医療福祉大学 大学院医療福祉学研究科      教授 
福島 明宗  岩手医科大学 医学部                客員教授 
三宅 秀彦  お茶の水女子大学 基幹研究院            教授 
山田 重人  京都大学 大学院医学研究科人間健康科学系専攻    教授 
山田 崇弘  北海道大学  北海道大学病院臨床遺伝子診療部    教授 
 
研究協力者（五十音順） 
大髙 理生  亀田総合病院 臨床遺伝科          認定遺伝カウンセラー 
門岡 みずほ 亀田総合病院 産婦人科・臨床遺伝科         部長代理 
佐々木亜希子 千葉市中央区役所保健福祉センター 健康課   保健師 
末光 徳匡  東京慈恵医科大学附属病院 母子医療センター     医師 

研究代表者 三宅 秀彦 お茶の水女子大学大学院 教授 
研究分担者（代表補佐） 西垣 昌和 国際医療福祉大学大学院 教授 

 山田 重人 京都大学大学院医学研究科 教授 
 山田 崇弘 北海道大学病院 教授 

研究要旨 
医師以外の職種(主として助産師，保健師)における出生前検査に関する実践，および教

育・研修に用いる資材を作成した．一次施設においてカップルへの一次対応に当たる助

産師向けには，本研究班で作成・運用している医師向けロールプレイ研修を基に，ロー

ルプレイ事例集を作成した．自治体窓口で母子保健業務あたる保健師・助産師向けに

は，対応マニュアル(案)を作成した．これらを活用した教育・研修の実装をすすめる。 
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Ａ．研究目的 
 出生前検査に関する情報提供は，令和 3
年 6月に，妊娠・出産に関する包括的な支

援の一環として妊婦等に対し行うべきこと

として通知された(令和 3 年子母発 0609 第

1号)．  同通知では，包括的な支援の担

い手として，産婦人科専門医のみならず，

小児科・臨床遺伝の専門医，助産師，保健

師，看護師，心理職，認定遺伝カウンセラ

ー，社会福祉関連職，ピアサポーターなど

の多職種を挙げており，それらの職種に対

する教育・研修の機会が必要である． 
 医師については，本研究班の前身である

「出生前診断実施時の遺伝カウンセリング

体制構築に関する研究」(研究代表者 小西

郁生，平成 29 年度～令和元年度)，および

「出生前診断の提供等に係る体制の構築に

関する研究」(研究代表者 小西郁生，令和

2 年度～令和 4 年度)において，一般産婦人

科医による適切な一次対応に関する教育資

材・研修プログラムが作成された．それを

基に，出生前検査認証制度等運営委員会の

方針にあわせた，講義シリーズおよびロー

ルプレイを，本研究班で実施している． 
一方，医師以外の職種については，厚労省

令和 4 年度母子保健指導者養成研修の一環

として，都道府県・市区町村母子保健担当者

及び障害保健福祉担当者，および性と健康

の相談センター事業担当者等を対象に， 
「NIPT等の出生前検査に関する研修」が実

施されたが，単年度のみの実施であった．ま

た，情報提供のツールとして，出生前検査認

証制度等運営委員会が自治体向けリーフレ

ットを作成しているが，昨年度までに実施

したヒアリングと調査により，十分に活用

されていない現状が示唆されている．自治

体母子保健担当者による情報提供が十分で

ない原因として，知識不足の他に，医療機関

との連携不足や，自治体に求められる業務

範囲が明確でないことが挙げられた． 
助産師に対しては，日本助産学会と日本

遺伝看護学会が共同で教育動画を作成し，

知識レベルの向上が期待されている．今後

は，実臨床における一次対応を充実するた

めに，技術・態度の向上が必要である．  
これらを鑑み，本研究グループでは，まず

出生前検査に関する情報提供における各職

種の役割分担の全体像を明確にした．その

うえで，医師以外の職種のうち，出生前検査

に関する支援の主たる役割を担うことが求

められる保健師・助産師における出生前検

査に関する教育・研修体制を構築する．令和

6 年度は，助産師，保健師（自治体母子保健

担当者）を対象とした教育資材を作成する

ことを単年度目標とした． 
 
Ｂ．研究方法 
  助産師向け教育・研修は，医師への教

育との統一性の観点から，本研究班で実施

している医師向け研修で使用する「胎児の

染色体異常を中心とした出生前遺伝カウン

セリング～参加一般診療で出会うことの多

い相談への対応 出生前診断に関する相談

に対応するためのロールプレイ事例集」

の，助産師版を作成した． 
自治体母子保健担当者向け資材として，

前年度に実施した保健師対象ワークショッ

プで抽出した教育ニーズ，および現に自治

体にて母子保健事業にあたっている助産

師・保健師へのヒアリングをもとに，行政

母子保健窓口担当者向け対応マニュアル

(案)を作成した． 
 
Ｃ．研究結果 
1．助産師 
医師向け「胎児の染色体異常を中心とし

た出生前遺伝カウンセリング～参加一般診

療で出会うことの多い相談への対応 出生

前診断に関する相談に対応するためのロー

ルプレイ事例集」は，医師が一次施設の一

般診療で実際の診療にあたることを想定し

た 18 事例が挙げられている．これらの中

には，医師による専門的な産科診療に係る

事例が含まれる．そのため，一次施設にお

いて出生前検査に関わる助産師に求められ

る初期対応事例として，実臨床において対

応する頻度の高い 7 事例を抽出した： 
事例 1 漠然とした不安（全てが不安）  
事例 2 漠然とした不安（友人が NIPT を

受けた 34歳）  
事例 3 既往歴・家族歴（染色体異常によ

る流産既往） 
事例 4 高年妊娠（ICSI を受けたことが心

配） 
事例 5 高年妊娠（既往帝王切開 2回）  
事例 6 NT（妊娠 10週の NT が 3mm） 
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事例 7 漠然とした不安（反復流産の既往） 
  
初期対応の目標として，「遺伝カウンセ

リングのニーズをアセスメントし，必要時

に専門的な遺伝カウンセリングにつなぐこ

とができる」を挙げるとともに，遺伝学的

リスクの算定・説明については，助産師の

初期対応目標からは削除し，それらが適切

になされるための情報収集ができることを

目的とした． 
 
2．保健師 
 自治体窓口での出生前検査に関する妊婦

からの話題・相談について，昨年度実施し

たワークショップ結果および，現在自治体

で母子保健業務の対応にあたっている助産

師・保健師へのヒアリングを実施した．そ

れをもとに，以下に示す構成で対応マニュ

アル(案)を作成した． 
・出生前検査の定義 
・情報提供/相談の基本的な考え方 
・自治体における情報提供のポイント 
・情報提供として伝える内容と伝え方の例 
 －出生前検査を考える前に必要となる正

しい情報 
 －正しい出生前検査の情報に行きつくた

めの情報 
・対話を通じた情報提供：アセスメントの

ポイント、具体的な聞き方 
・事例集 
 －検査が受けられる場所への問い合わせ 
 －出生前検査を受けるべきかという相談 
 
Ｄ．考察 
令和 5 年度に提示した，出生前検査に関

する包括的支援のデザインに基づいて，助

産師，自治体母子保健担当者(主として保健

師)の教育・研修に用いる資材を作成した．

助産師向けに作成したロールプレイ事例集

については，今後これを活用したロールプ

レイ研修を実施し，助産師の一次対応能力

の向上を目指す． 
ここで，医師においては，研修の修了およ

び続いて行われる試験の合格を出生前検査

の施設認証・実施に係る要件としているこ

とから，出生前検査の実臨床にあたる医師

に教育・研修機会を提供する制度は整って

いる．一方で，その他の職種に対する教育・

研修は，現状では「能力開発」や「継続教育」

としての位置づけにとどまり，参加の動機

付けや提供方法に課題がある．まずは，次年

度にロールプレイ研修を関連学会の協力を

得て実施し，内容や提供方法について参加

者からの意見を収集し，研修の普及を図る．  
自治体母子保健担当者向けマニュアルに

ついても同様に，自治体における普及と活

用に課題がある．前年度に報告したように，

研究協力者らにより実施された千葉県南部

の保健師による情報提供に関する調査にお

いて，自治体情報提供用リーフレットにつ

いて 8 割が認知せず，実際に配布していた

施設がなかったが，その後同様の結果を示

した地域調査の結果の報告が散見されてい

る．また，各地域の調査報告リーフレットが

そもそも認知されていなかったり，認知し

ているにもかかわらず活用がされていなか

ったりする事例もワークショップを通して

把握されている．まずは，自治体窓口におけ

る適切な情報提供体制の整備のために，全

国規模で自治体における出生前検査に係る

情報提供の課題を明らかにする必要がある．

そのうえで，明らかになった課題への対処

も本マニュアルの内容や運用方法に取り入

れ，自治体窓口への実装をすすめることを

次年度の目標とする． 
 
Ｅ．結論 
 妊婦等への包括的な支援の一環としての

出生前検査の情報提供に係る助産師・保健

師向けの教育資材を作成した．今後，これ

らの資材を活用した教育・研修の実装をす

すめる． 
 
Ｆ．健康危険情報 
  なし 
 
Ｇ．研究発表 
  なし 
 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
  なし 
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令和５年度こども家庭科学研究費補助金 

成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業 

分担研究報告書 

 

出生前検査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリング体制、 

支援体制の構築のための研究 

 
【第３グループ】出生前検査に関するエビデンス集積 

 

 

第 3 グループ研究分担者一覧（五十音順） 
山田 崇弘  北海道大学 北海道大学病院 臨床遺伝子診療部    教授 
佐々木愛子  国立成育医療研究センター 周産期・母性診療センター 産科医長 
白土なほ子  昭和医科大学 医学部産婦人科学講座         准教授 
関沢 明彦  昭和医科大学 医学部産婦人科学講座         教授 
秦 健一郎  群馬大学 大学院 医学系研究科           教授 
増澤 祐子  新潟県立看護大学 看護学研究科           准教授 
山本 俊至  東京女子医科大学 医学部              教授 
吉橋 博史  東京都立小児総合医療センター 遺伝診療部 臨床遺伝科      部長 
山田 重人  京都大学 大学院医学研究科人間健康科学系専攻    教授 
西垣 昌和  国際医療福祉大学 大学院医療福祉学研究科      教授 
三宅 秀彦  お茶の水女子大学 基幹研究院            教授 
 
研究協力者（五十音順） 
小崎健次郎  慶應義塾大学 医学部 臨床遺伝学センター          教授・センター長 
柴田 有花  北海道大学 北海道大学病院 臨床遺伝子診療部 認定遺伝カウンセラー 
福嶋（小池）佳菜子 国際医療福祉大学 大学院 医療福祉学研究科   助教 
増﨑 英明  長崎大学 医歯薬学総合研究科            名誉教授

 

研究代表者 三宅 秀彦 お茶の水女子大学大学院 教授 
研究分担者（代表補佐） 山田 崇弘 北海道大学病院 教授 

 西垣 昌和 国際医療福祉大学大学院 教授 
 山田 重人 京都大学大学院医学研究科 教授 

研究要旨 
「出生前検査に関するエビデンス集積」として従来から実施されている出生前検査の現

状調査に加えて、欧米で行われている３つのトリソミー以外を検査対象とした NIPTや
胎児の網羅的遺伝学的検査などの出生前検査の文献調査を報告した。また、胎児を対象

とした網羅的遺伝子解析の実施に関する医師の意識調査を行っている。 
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Ａ．研究目的 
 
既報とあわせ 2003 年から 2023 年までの

国内の出生前遺伝学的検査の実施動向を明

らかにする．網羅的解析を用いた出生前検

査のエビデンスを集積し、臨床的妥当性・

臨床的有用性を検討する。 
 
Ｂ．研究方法 
I. 従来の出生前検査実施の現状調査 
2003-21 年に調査した出生前遺伝学的検査

解析を行っている主要検査施設 5施設を対

象にアンケートを送付し，2022 年 1月か

ら 2023 年 12 月の母体血清マーカー検査

（第 1 三半期，第 2 三半期），羊水染色体

検査，絨毛染色体検査の解析件数を調査し

た．胎児超音波マーカー検査については，

The Fetal Medicine Foundation のホーム

ページに掲載されている NT計測資格保持

者リスト上の医師名よりインターネット検

索を行い所属医療機関が判明した 263名に

対し，封書にて調査票を送付の上回収し

た．本調査は厚生労働科学研究「出生前検

査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリ

ング体制、支援体制の構築のための研究」

（三宅班）（23DA0401）」として行った． 
II. 出⽣前検査のエビデンスについての⽂
献的調査 
胎児を対象とした網羅的解析を用いた出生

前検査のエビデンスについて文献的調査を

行う。 
III. 胎児を対象とした網羅的遺伝子解析の

実施に関する意識調査 
分娩を取り扱う医療機関の施設代表者（産

婦⼈科医）を対象に、胎児を対象とした網

羅的解析を用いた出生前検査の実施に関す

る意識についての質問紙調査を行う。 
 
Ｃ．研究結果 
I. 従来の出生前検査実施の現状調査 
2022年と2023年における主要検査施設5施
設での母体血清マーカー件数は31,835件と

25,553件，羊水検査件数は7,273件と5,620
件，絨毛染色体件数は1,443件と1,167件で

あった．2020年より調査を開始した，母体

血清を組み合わせない胎児超音波マーカー

単独の疾患リスク算定検査については，96
施設より回答を得て，合計検査件数は2022

年10,650件，2023年10,808件であった．

II. 出⽣前検査のエビデンスについての⽂
献的調査 
令和５年度に胎児を対象とした網羅的解析

に関する海外のガイドライン、海外の報

告、国内で想定される研究を整理して

「NIPTを取り巻く最近の海外の現状：検

査の対象者と対象疾患について」として厚

⽣科学審議会 NIPT等の出⽣前検査に関す

る専⾨委員会（令和5年5月31日）に報告し

たが、幅広くその内容を周知するために、

その内容を論⽂にまとめ、雑誌「遺伝⼦医

学」に投稿掲載した（遺伝⼦医学, 2024; 
14(4):85-93）。 
III. 胎児を対象とした網羅的遺伝子解析の

実施に関する意識調査 
質問紙調査票の作成及び研究計画を確定

し、研究分担者（代表補佐）の所属施設倫

理委員会の承認を得た。2025年1⽉に、質

問紙を⽇本産婦⼈科医会から得た全国の分

娩取り扱い施設に対して発送し、回答を得

た。 
調査結果は令和 7 年度に集計する。 
 
Ｄ．考察 
I. 従来の出生前検査実施の現状調査 
わが国の主要 5 施設における出生前遺伝学

的検査数は，母体血清マーカー件数は 2020
年に 36,998 件でピークとなっていたが

2023 年には 25,553件と 31％の減少となっ

た。羊水検査は 2014 年の 16,454件をピー

クに右肩下がりとなり 2023 年には約 66%
減少し，絨毛検査も同様に 2015 年の 2,149
件をピークに 2023年には約 46%減少した．

また，胎児超音波マーカー検査は，引き続き

年間 10,000 件程度が実施されていること

が推測された． 
II. 出⽣前検査のエビデンスについての⽂
献的調査 
13,18,21 トリソミー以外を対象とする検査

については、分析的妥当性や臨床的妥当性

が十分に確立されておらず、その医学的意

義を評価する必要があると同時に倫理的・

社会的影響等についても考慮して慎重に対

応する必要があり、臨床研究としての実施
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が推奨される。 
 
 
Ｅ．結論 
 国内の出生数は，この 2 年において

8.3％減少しているが，今回調査した同期

間の胎児超音波マーカー検査以外の各出生

前遺伝学的検査の件数は 24～31%減少し
ていた． 
網羅的手法を用いた出生前遺伝学的検査

については、各国の現状やガイドライン等

を比較し、我が国における議論のポイント

を把握した。し今後の臨床研究としての実

施される場合を念頭に、現在進めている産

婦人科医師の意識調査の結果を踏まえて臨

床的妥当性・臨床的有用性を検討する。 
 
Ｆ．健康危険情報 
  なし 

 
Ｇ．研究発表 
1. Sasaki A, Yamada T, Sago H, Shirato N, 

Sekizawa A, Hata K, Masuzaki H,  
Masuzawa Y, Yamamoto T, Yoshihashi 
H, Tanaka S, Shibata Y, Fukushima K,  
Kosaki K, Yamada S, Nishigaki M, 
Miyake H. Current status of prenatal 
genetic testing in Japan 2023 第69回大

会 日本人類遺伝学会 札幌 ポスター

発表 2024/10/10-12 
2. 柴⽥有花ら., NIPTを取り巻く最近の海

外の動向 -対象疾患の現状と検査提供体

制-.遺伝⼦医学, 2024; 14(4):85-93. 
 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
  なし 
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令和５年度こども家庭科学研究費補助金 

成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業 

分担研究報告書 

 

出生前検査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリング体制、 

支援体制の構築のための研究 

 
【第３グループ】NIPT受検者の出生前検査に対する意識調査 

 

 

第 3 グループ研究分担者一覧（五十音順） 
白土なほ子  昭和医科大学 医学部産婦人科学講座         准教授 
佐々木愛子  国立成育医療研究センター 周産期・母性診療センター 産科医長 
関沢 明彦  昭和医科大学 医学部産婦人科学講座         教授 
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増澤 祐子  新潟県立看護大学 看護学研究科           准教授 
山本 俊至  東京女子医科大学 医学部              教授 
吉橋 博史  東京都立小児総合医療センター 遺伝診療部 臨床遺伝科      部長 
山田 崇弘  北海道大学 北海道大学病院 臨床遺伝子診療部    教授 
 
研究協力者（五十音順） 
石井 達子  昭和医科大学 看護学科               講師 
中村 豪   昭和医科大学 医学部産婦人科学講座         助教 
李 佳陽   昭和医科大学 医学部産婦人科学講座         助教 
増﨑 英明  長崎大学 医歯薬学総合研究科            名誉教授

 

研究代表者 三宅 秀彦 お茶の水女子大学大学院 教授 
研究分担者（代表補佐） 白土 なほ子 昭和医科大学 准教授 

 山田 崇弘 北海道大学病院 教授 
 西垣 昌和 国際医療福祉大学大学院 教授 
 山田 重人 京都大学大学院医学研究科 教授 

研究要旨 
本研究は認証制度開始後の NIPT 受検の状況がどのように変化しているかを把握する

目的で実施した。2025 年 1月、妊婦用アプリを用いた Web調査で 1,295 人から有効回

答を得た。NIPT受検者の多くは認証施設を選び、検査費用は 11万円未満が増加傾向に

あった。受検者は染色体疾患が疑われた場合、小児科医の説明や公的支援情報を求めてお

り、通院先での受検を希望する声が多かった。受検動向は変化しているが、意識には大き

な変化は見られなかった。 
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Ａ．研究目的 
 本邦では 2013 年 4月より日本産科婦人

科学会の見解のもと、日本医学会が認定す

る施設において NIPT（Non-invasive 
Prenatal Testing；無侵襲出生前遺伝学的

検査）が導入されたが、2016 年ごろより

無認定施設が出現し、次第に施設数、検査

数が増加する実態が明らかとなった。そこ

で 2020 年に日本産科婦人科学会において

無認定施設での検査の実態を把握するこ

と、および、実際に検査を受けた女性が

NIPT を含む出生前検査についてどのよう

な意見を持っているかを把握する目的で調

査が行われた(2020 年調査)。その結果、検

査のおおよそ半数が無認定施設で行われて

いる実態が明らかになった一方で、多くの

回答者は遺伝カウンセリングの重要性を理

解しており、正確な情報提供のもと、身近

な施設で相談できる体制が整備されること

を望んでいることが分かった。 
その後、厚生科学審議会科学技術部会

「NIPT 等の出生前検査に関する専門委員

会」を設置して議論が行われ、2021 年 5
月にその結果を報告書として公表 1)、さら

に 2021 年 11月に日本医学会に出生前検

査認証制度等運営委員会が設置され、2022
年 2月には「NIPT 等の出生前検査に関す

る情報提供及び施設（医療機関・検査分析

機関）認証の指針」が発出さ、2022 年 7
月からは新たな認証制度のもとでの検査が

開始された。この新たな検査体制により、

2023 年 1月には出生前検査の情報提供ウ

ェブサイトがオープンし、また、受検可能

施設も拡充してきている。そのようななか

で、2023 年 2月に令和４年度 厚生労働科

学研究費補助金成育疾患克服等次世代育成

基盤研究事業（健やか次世代育成総合研究

事業）「NIPT を受検した妊産婦の意識調

査」をベースライン研究(研究代表者：白

土なほ子)によって、NIPT の検査体制につ

いて検討するための調査を行った（2023
年調査）。この調査では、受検者の受検施

設選択の要因、受検してどのような感想を

持ったかなど、NIPT受検者の実態を把握

するため、2020 年調査を基本とする妊産

婦向けに Web調査を行った。今回の研究

（2025 年調査）においては、2023 年調査

の調査を基本に調査内容を設定し、2022

年 7月以降に動き出した NIPT の検査体制

での検査の実態の変化を把握する目的で調

査を行った。 
 
Ｂ．研究方法 
2025年調査では、経時的変化を見るため

に、対象が同様の背景となるように2023年
調査で用いたと同じインターネット調査会

社（株式会社エムティーアイ）を用い、妊

婦向けアプリである「ルナルナ」に登録し

ているボランティア妊産婦を対象に、Web
上で同意を得て調査を行った（以下、この

調査方法を「アプリ調査」と表記する）。 
アプリ調査は、安価かつ短期間で検査が終

了できるため、調査者にとっても非常に利

便性が高く、近年では学術調査にも多く活

用されている。しかし、本調査では、①あ

らかじめ妊産婦であることをアプリに登録

している、②アプリのホーム画面の「new
お知らせ」をクリックし、③メニュー画面

のお知らせ一覧から「ルナルナラボ・新型

出生前検査（NIPT）に関する研究用アン

ケートのお願い」をクリックし、④同意文
書を確認、調査参加に同意し、⑤回答画面
の最後まで回答を完了し、⑥調査会社に不

良回答者ではないと認定されたものが、調

査対象となった。すなわち、上記のプロセ

スの過程で偏り（セレクションバイアス）

をもつ集団に調査が行われたことになる。 
しかし、本調査は出生前検査等の医療の受

診経験（準個人情報）を尋ねる質問を含

み、妊娠・出産等の「いのち」に関わる非

常にセンシティブな内容を扱っている。ま

た広く妊産婦の考えを計量的に把握するこ

とを目的としているため、日本全国の大規

模な人数の意見を集められ、かつ対象者設

定の自由度が高いこと、センシティブな内

容について同意を得て聴取しやすいこと、

また条件別の複雑な質問を行いやすいこ

と、長文の自由記述回答を手書きに比べ得

やすいこと、といったインターネット調査

の特性を効果的に活用することができると

考えられる。 
尚、この調査は昭和大学医学研究科、昭和

大学おける人を対象とする研究等に関する

倫理委員会の承認を経て行った（審査結果

通知番号21-105-A；審査終了日2024年11
月12日）。 
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・調査設計および回収状況 
 回収目標は1,000人で2023年調査と同様

としたが、NIPTの結果が陰性以外である

ものの意見を十分に把握するため、NIPT
の結果が陰性以外であるものが3-5％確保
できるまで調査を継続することとして検査

を行った。出生前検査の当事者であった可

能性が高い世代の女性の意見を広く聴取す

るため、以下のような条件をスクリーニン

グ(SC)してサンプリングを行った。 
 
SC① NIPTを2024年以降に受けたこと

のある方 
SC② NIPT受検時に20歳以上 
 
スクリーニング問題を設定 
SC①「同意画面」 本アンケートはNIPT
を受けたことのある方が対象です。NIPT
を受けたことのない方、研究へ参加されな

い方は画面左上のボタンを押下し、本画面

を閉じてください。 
１．私は本調査について理解しました。本研究

の参加に同意します。 クリックして次へ 
このように回答途中でも同意を撤回するこ

とは可能な設計となっており、設問数はス

クリーニング質問や自由記載も含め全36問
である。 
調査は、2025年１月20日に開始し、目標

の1000人に到達し、かつ陰性以外のものが

3％を超えた2月3日に終了した。本調査回

答者にはインセンティブはなく、ボランテ

ィアとしての回答であった。 
目標1,000人に対し、調査同意者数は2,022
人、対象者は1573人（陰性以外のものが

38人を含む）で、以下に説明するデータク

リーニングの過程を経て、有効回収数は

1,295人となった。 
サンプリングの構成ならびに有効回収数は

以下に示す通りである。本報告書では、

2024年以降に20歳以上でNIPTを受検した

妊産婦の回答完了者1,295人の単純集計を

報告する。 
 
・データクリーニングおよび本調査の特

徴 
インターネット調査では回答者が設問や問

題文、選択肢をきちんと読まない傾向があ

り２)短時間で回答しようとすることや、い

ったん回答すると（誤答に気づいても）元

に戻れない仕組みになっていることが多い

ため、調査回答内で論理的なエラーが発生

する可能性も高いことから、本調査では

「前の頁に戻る」を選択すると戻れるよう

設計した。 
分析に先立ち、データの精査（データクリ

ーニング）を慎重に行った。まず全体の調

査項目を確認し、自由記載欄に一貫して意

味不明の言葉を入力した回答はなかった。

次いで、マトリックス形式の質問につい

て、黙従化回答であるかを確認した。しか

しながら、倫理的な質問などではすべて

「どちらでもない」という回答もありうる

ため、それらの可能性を完全に除去するこ

とは困難である。途中で回答を中止した場

合も対象から除外した。調査同意者数は

2,022人中、SC①②、回答完了数1295
人、その内妊婦は1171人、褥婦は124人で

あった。 
 
Ｃ．研究結果 および D．考察  
結果について、いくつかの項目に分け代表

的な結果のみ示す。また、参考として 2023
年調査結果も記載する 3)。 
 

1） 参加者の背景因子について 
 解析対象 2025 年調査（n=1295）の平均

年齢は 33.8±4.4歳、妊娠中の女性は 1,171
人、平均妊娠週数は 25±7.9週、褥婦 124 人

であった。NIPTを受けたときの平均年齢は

34.0±4.5歳であった。 
 
2）NIPT受検背景について 
Q16. NIPT を受けた診療科(施設)は？ 

（図 1）NIPT を受けた診療科(施設)2025 年 
 
NIPT の受検施設は妊婦健診を受けている

42%

30%

24%

4% ①妊婦健診を受けている
産婦⼈科
②妊婦健診を受けている
以外の産婦⼈科
③産婦⼈科以外の医療
機関
④、⑤わからない、その他
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産婦人科での受検が 42%であり、それ以外

の産婦人科 30%と合わせ、72%が産婦人科

で受検したと回答した。一方、産婦人科以外

が 24%(314 人)であることが分かった（図

1）。2023 年調査(n=1288)では産婦人科以外

が 36%であり、この 2 年で産婦人科以外で

の受検率は低下しており、認証施設へのア

クセスの改善と検査体制についての周知が

少しずつ進んでいることを反映する結果と

考えられた。 
 
Q17. NIPT を受けた施設は日本医学会の

認証・認定施設であったか 

（図 2）NIPT を受けた施設の認証の有無

（2025 年） 
 
認証施設で受検との回答者が 69％、非認証

施設は 18％であった（図 2）。2023 年調査

(n=1288)では認証施設受検者が 56％、非認

証施設は 23％であり認証施設での受検率

の増加が確認された。 
 
Q22. NIPT の検査代金について 

（図 3）NIPT の検査代金について(2025 年) 
 
NIPT の検査料について 5-11 万円未満が

40%、11-20万円未満が 49%、20万円以上

が 10%であった（図 3）。2023 年調査

(n=1227)では 5-11万円未満が 35%、11-20
万円未満が 47%、20 万円以上が 16%であ

り、経時的変化としては 11 万以下が増加、

20万円以上が減少傾向を示した。 
 
Q23. 検査を受けた時間帯について 

 
（図 4）NIPT を受けた時間帯(2025 年) 
 
NIPT の受検の時間帯についての質問で、

平日昼間が 72％、土曜日や日曜日、祝日の

日中の受検者が 20%。平日の夕方以降の受

検者は全体で 7%であった。（図 4）。2023
年調査(n=1206)では土曜日や日曜祝日の日

中の受検者が 25%。夕方以降の受検者は全

体で 6%であった。 
 
3）NIPT の結果及び検査結果が陰性以外で

あった場合の出生前検査への意識につい

て 
Q26. NIPT の結果はどうでしたか？ 

（図 5）NIPT の検査結果(2025 年) 
 

2025 年調査(n=1295)では、陽性者は 15 人

1.2%、判定保留は 5人 0.4％、陰性者は 1260
人 97.3％、その他(結果がまだ出ていないな

ど)15 人であった（図 5）。2023 年調査
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(n=1201)陽性者は 17 人 1.4%、判定保留は

7 人 0.6％、陰性者は 1153 人 96.0％であっ

た。 
 
Q30.陰性以外の結果回答者への質問。 
最終的に妊娠はどうなったか 
2025 年調査(n=23/35)では、「妊娠を継続し

た」9 人、「妊娠継続をあきらめた」4 人、

「経過中に子宮内胎児死亡となった」1人、

「答えたくない」2 人、「その他」7 人であ

った。 
 
Q34.陰性以外の結果回答者への質問。 
NIPT を受けて感じたことについて

(n=20/35) 
10 の設問を行い、2025 年調査では NIPT の

結果が陰性以外だった 35 人中 20 人から回

答を得た。半数以上が“そう思う・とてもそ

う思う”と回答した設問は 3 問であり、「確

定的検査の結果が出るまでの期間の不安が

強かった」「検査は確定的検査まで対応でき

る施設で受けるべきだと思った」「結果につ

いてどのように判断して良いかわからずに

悩んだ」であった。また、“そう思わなかっ

た、全く思わなかった”との回答が半数以上

だった設問は 5 問「検査時に検査の内容を

十分に理解していなかったことを検査後に

認識した」「検査を受けたことを後悔する感

情が生じた」「検査施設での検査後の説明が

不十分で不安が強まった」「確定的検査を受

けるための施設選択や手続きの説明が不十

分であった」「自身の検査施設の選択につい

て後悔している」であった。 
上記傾向は 2023 年調査(n=26/48)でも同様

であったが、2023 年調査では「検査施設は

検査結果に対するその後の対応を行うべき

だと思った」の設問も半分以上の陰性以外

の結果の方が“そう思う・とてもそう思う”
と回答していた。 
陰性以外の結果を得た場合、検査実施につ

いての後悔、検査内容の理解不足、確定検査

などの検査説明不足、と感じるよりも確定

検査までの時間に不安が強かったこと、認

証・認定施設・確定検査可能施設で受検すべ

きであったという感情が生じたこと、が特

徴的であった。 
 
 

NIPT・出生前検査についての考え (対象全

員) 
Q35. NIPT を受けて感じたこと (n=1295) 
7問の設問につき、“はい“、”いいえ“、”どち
らでもない“の回答を得た。「結果がわかっ

て安心できた」96.1％、「検査を受けて良か

ったと思う」94.8％、「検査施設の選択は自

分に合っていた」85.9%、「検査費用の負担

が大きかった」73.8%が、「検査前に遺伝カ

ウンセリングは必要だと思った」62.9%、

「結果が出るまでの時間が長く感じた」

61.2％と回答した。一方「検査を受けたこと

を後悔する感情が生じた」と 2.5％が回答し

ていた。 
これらの回答の傾向は 2023 年調査でも大

きな差はなかった。 
 
Q36. 出生前検査について感じたこと

(n=1295) 
11 問の設問を 5 択として回答を得た。“そ
う思う・とてもそう思う”を“思う”、 “そう思
わなかった、全く思わなかった”を“思わな

い“、 “どちらでもない”の３つの回答に分類

した。 
 
結果で染色体疾患が疑われた場合、85％以
上が「小児科医からの説明」や「産み育てる

ための公的支援に関する情報」を、54％が

「家族会などからの情報」を聞きたいと回

答した。 
NIPT 検査については、75％以上が「妊婦

健診で通院する産婦人科、もっと身近な施

設」での受検を希望し、「21、18、13 トリ

ソミー以外を対象とした検査」も望んでい

た。「NIPT には一定の規制（国や学会など

による規制）が必要である」との考えは、“思
う”、“どちらでもない”、“思わない”との考え

はそれぞれ 30%ほどであった。 
出生前検査についての考えとして、86％は

「情報は産婦人科施設」で、60%は「情報は

自治体」で提供して欲しいと思っていた。ま

た、「出生前検査を受けるか受けないかは一

人ひとりの女性が判断することである」と

75％が考えていた。「すべての妊婦に NIPT
についての情報が提供されたほうがよい」

と本調査で 72%は考えていた。 
これら出生前検査に対する意識調査の結

果は 2023 年調査と同様の傾向であった。 
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2021 年 5 月、厚生科学審議会の専門委員

会報告書として、出生前検査の情報提供に

関する新たな指針が発出され、「妊婦等が、

出生前検査がどのようなものであるかにつ

いて正しく理解した上で、これを受検する

かどうか、受検するとした場合にどの検査

を選択するのが適当かについて熟慮の上、

判断ができるよう妊娠・出産・育児に関する

包括的な支援の一環として、妊婦等に対し、

出生前検査に関する情報提供を行うべきで

ある」ことが示された。本調査は NIPT の

受検経験者に限った意識調査ではあるが、

「すべての妊婦に NIPT についての情報が

提供されたほうがよい」と 72％が思い、

2023 年調査と同様の結果であった。今後は

NIPT受検に対する意識の変化を2023年調

査と比較解析を行う予定である。 
2022 年 7 月に開始された新たな認証制度

で、NIPT の受検可能施設も拡充した。出生

前検査に関する情報提供は行われるべきで

あり、「受検前後の説明・遺伝カウンセリン

グを含め出生前検査を受検する妊婦等への

支援は、産婦人科専門医だけで担うべきも

のではなく、小児科専門医や臨床遺伝専門

医をはじめとした各領域の専門医、助産師、

保健師、看護師、心理職、認定遺伝カウンセ

ラー、社会福祉関連職、ピアサポーターなど

多職種連携により行う必要がある。」という

ことも示されている。2025 年調査では認証

制度運用開始以降に NIPT を受検した妊産

婦 1295 人の調査であり、NIPT受検施設が

認証施設かどうかでも比較検討していく予

定である。加えて 2020 年、2023 年調査と

の比較を行うことで、妊産婦のニーズの変

化を把握する。 
 
■参考文献 
1)厚生科学審議会，2021： 
「NIPT 等の出生前検査に関する専門委員

会報告書」

（https://www.mhlw.go.jp/content/000783
387.pdf） 
 
2)三浦麻子・小林哲郎,2015： 
「オンライン調査モニタのSatisficeに関す

る実験的研究」『社会心理学研究』31-1, 1-

12. 
（ https://www.jstage.jst.go.jp/article/jssp/
31/1/31_892/_html/-char/ja） 
 
3)2023 年調査の参照資料： 
令和４年度 厚生労働科学研究費補助金成育

疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健や

か次世代育成総合研究事業） 
「出生前検査に関する妊産婦等の意識調査

や支援体制構築のための研究」分担研究報

告書 
研究課題：研究③-2「NIPT受検者の出生前

検査に対する意識調査」 
 
Ｅ．結論 
 「NIPT受検者の出生前検査に対する意

識調査」を行った。 
2025 年調査の解析対象は 1,295 人で、受

検者の 69％は認証施設で受検したと回答

し 2 年前の調査時より 13％増加した。回

答者の 20%は土曜・日曜祝日の日中に受検

しており、平日日中以外の受検ニーズはあ

るが 2 年前より減少していた。 
NIPT 検査で陰性以外の結果を得た妊婦

は、確定検査までの間に不安を感じ、認

証・認定施設・確定検査可能施設で受検す

べきであったと考えたものが多数を占め

た。また、受検者全員の意識として、結果

で染色体疾患が疑われた場合、85％以上が

小児科医からの説明や産み育てるための公

的支援に関する情報を聞きたいと回答し

た。  
今回の調査で、認証施設で NIPT を受けて

いる妊婦が増加し、NIPT の受検動向の実

態などが明らかとなった。検査で陰性以外

の結果を得た場合には小児科医の意見や公

的支援体制についての情報を 2 年前の調査

同様、望んでいることが分かった。 
 
Ｆ．健康危険情報 
  なし 
 
Ｇ．研究発表 

なし 
 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
  なし 
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令和５年度こども家庭科学研究費補助金 

成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業 

分担研究報告書 

 

出生前検査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリング体制、 

支援体制の構築のための研究 

 

【第４グループ】倫理的・社会的課題の検討 

 

第４グループ研究分担者一覧（五十音順） 
江川真希子  東京科学大学 医歯学総合研究科 血管代謝探索部門  准教授 
倉橋 浩樹  藤田医科大学医科学研究センター 分子遺伝学研究部門 教授 
小西 郁生  京都大学 大学院医学研究科             名誉教授 
小林 朋子  東北大学 東北メディカル・メガバンク機構      教授 
佐村  修  東京慈恵会医科大学 医学部 産婦人科教室      教授 
竹内 千仙  東京慈恵会医科大学附属病院 医学部 遺伝診療部   准教授 
田中 司朗  京都大学 医学研究科 臨床統計学          教授 
西垣 昌和  国際医療福祉大学 大学院医療福祉学研究科      教授 
三上 幹男  湘南医療大学 保健医療学部             教授 
山田 重人  京都大学 大学院医学研究科人間健康科学系専攻    教授 
山田 崇弘  北海道大学 北海道大学病院 臨床遺伝子診療部    教授 
吉田 雅幸  東京科学大学 統合研究機構生命倫理研究センター     センター長・教授 
 
研究協力者（五十音順） 
大崎 章弘  お茶の水女子大学 サイエンス＆エデュケーション研究所  特任講師 
李 怡然   東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター 公共政策研究分野 准教授 
清水 舞 お茶の水女子大学 基幹研究院   研究員 
  

研究代表者 三宅 秀彦 お茶の水女子大学大学院 教授 
研究分担者（代表補佐） 山田 重人 京都大学大学院医学研究科 教授 

 西垣 昌和 国際医療福祉大学大学院 教授 
 山田 崇弘 北海道大学病院 教授 

研究要旨 
遺伝学的検査に関わる技術の進展により、胎児の遺伝情報を網羅的に取得することがで

きるようになってきた。その一方で出生前診断としての実施には、技術的・臨床的な課

題だけでなく、倫理的にも課題が存在する。今回、本邦の市民において出生前診断への

意向と網羅的検査に対する考え方を調査した。約 3万人の webモニターを対象に質問紙

票調査を実施し、本邦における出生前検査に関わる一般市民の意向が明らかとなった。

医療者においては、態度と知識を涵養し対応することが求められると考えられた。 
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Ａ．研究目的 
 現在、胎児が何らかの病気にかかってい

ないかをどうかを調べるために出生前検査

が臨床検査をして行われている。出生前検

査は、妊娠している女性をそのパートナー

における超音波検査や遺伝学的検査、染色

体検査などが組み合わされて使用されてい

る。現在、出生前検査として NIPT（非侵
襲性胎児遺伝学的検査）が臨床的に用いら

れており、これは母体血中の胎児由来

DNA を調べて、胎児における特定の染色

体疾患（21トリソミー、18トリソミー、

13トリソミー）の罹患リスクを調べる検

査である。なお、NIPT の実施は日本医学

会内に設置された出生前検査認証制度等運

営委員会が実施施設を認証している。ま

た、出生前検査で用いられる遺伝学的検査

では、家族歴のある特定の疾患が胎児に存

在するかどうかを、発端者の遺伝情報をも

とにして検査することが基本となってい

る。しかし、遺伝子や染色体の検査技術が

進み、複数の遺伝子を同時に調べる検査

や、ゲノム全体を調べる網羅的な検査を胎

児に応用できるようになってきた。これら

の検査では、解釈が困難な遺伝子/ゲノム
バリアントが発見される可能性があり、意

図していなかった遺伝子/ゲノムバリアン

ト（二次的所見）が発見されること、解釈

が変更される可能性があること、これらの

困難性から全ての医療機関で提供できるわ

けではないこと、などの課題が残されてい

る。 
 これまで本研究グループでは、小児科を

基盤とする臨床遺伝専門医を対象に調査を

行い、上記の様な課題があり、胎児を対象

とした網羅的な遺伝学的検査の臨床応用へ

の懸念が示された。その一方で、NIPT を

出生前検査認証制度等運営委員会の認証外

で行っている施設では、これらの網羅的検

査を提供していると言う現実がある。しか

しながら、検査技術自体は、従来から認知

されている特定の疾患の発見に役立つ可能

性があり、応用については倫理性を含めた

検討が必要と推察される。 
そこで本研究では、検査を提供される立

場である一般市民において、網羅的検査へ

の認知や認識を調査し、社会実装における

課題や妥当性を検討することとした。 

本研究の成果は、遺伝子/ゲノム解析技術
の出生前検査への応用の倫理的検討にあた

っての基本資料となる。また、これらの検

査の取り扱いに対しての政策的な判断にも

役立つと考えられる。 
 
Ｂ．研究方法 
本研究は、無記名自記式の質問紙票調査

による横断的研究として計画された。 
 
【対象者】 
本研究における対象者は、web調査会社

（株式会社クロス・マーケティング）の一

般市民調査パネルのモニター登録者の成人

（18歳以上）とした。本調査では日本全

体をサンプリングすることを目的として調

査を行うことを目標としてこの集団は、日

本人の人口動態分布にあわせて年齢、性

別、居住地域を調整した。 
対象者数は、本邦の人口を母数として、

標本誤差を 10%に設定し、人口の差はある

ものの各都道府県あたり 400名を目標と

し、全国で 20,000件の回答を収集するこ

ととした。なお、調査会社との事前打ち合

わせにより、30,000名の意見聴取は可能

と見積もられていた。 
本研究はモニター登録者であり、代諾が

必要な人は対象とならず、アンケートモニ

ターであるため、web調査会社から謝礼が

発生した。 
 
【試験構成】 
本調査の質問内容については、結果とと

もに後述する。質問の概要としては、web
モニターに対して一般的に実施される（個

人を特定しない）個人属性、出生前検査に

関する知識、出生前検査に対する態度や考

え方、網羅的検査を用いた出生前検査に対

する態度、および出生前検査に対する意見

である。質問の内容は、個人属性について

はモニター会社の基準に沿い、その他の内

容については研究班内で討議し確定した。

アンケート対象モニターには、後述の謝礼

が発生するため、虚偽申告を避けるため

に、アンケートの最初にスクリーニングを

行い、詳細な研究の説明と研究参加の意思

確認はスクリーニングの質問後に行った。 
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なお、本研究のモニターは匿名である

が、個人を特定できる情報はできるだけ入

力しないように求めた。 
質問紙には、研究の主旨説明と研究への

同意の項目を設け、オンラインにおいて電

磁的に研究参加の意思を確認し、研究参加

への同意が得られた対象者のみを解析の対

象とした。 
 
Ｃ．研究結果 
 調査期間である 2025 年 3月 3日から

2025 年 3月 13日までに 30,0002 人から回

答の同意が得られた。なお、この 30,0002
人は本邦の年代、地域、性比にあわせて割

り付けされて収集が行われた。 
本調査の概要は別紙に記載する。 
 
 出生前検査に関わる用語の認知度につ

いての質問では、超音波検査（ちょうおん

ぱけんさ）が、14888 件（49.6%）、 羊水

検査（ようすいけんさ）が 14604件
(48.7%)と、半数近くの認知度があった。

一方、NIPT（非侵襲性胎児遺伝学的検

査、いわゆる新型出生前検査）が 3568件 
(11.9%)、 遺伝カウンセリングが 2815件
（9.4%）、絨毛検査（じゅうもうけんさ）

が 2737件 (9.1%) 、母体血清マーカー検査

（クアトロマーカー検査・トリプルマーカ

ー検査）が 2447 件(8.2 %)と 1割程度の認

知度であった。網羅的検査に関する用語の

認知はより低く、染色体マイクロアレイは

1403件 (4.7%)、次世代シークエンサーは

568件 (1.9%) であった。 
  
出生前検査に対する意向として、自身が

受ける立場であった場合については、「出

生前検査を希望しない」が 13268件 
(44.2%)、「出生前検査を希望する」が

16734件 (55.8%)であった。パートナーが

受ける立場であった場合についても、「出

生前検査を希望しない」が 12887 
(43.0%)、「出生前検査を希望する」が

17115件 (57.0%)とほぼ同じ数字であっ

た。 
 
自身や自身のパートナーが出生前検査を

受けるとした場合、胎児の遺伝子やゲノム

について、血縁者における発症者の有無、

生命や生活への影響、発症時期でわけ、病

気の情報をどこまで知りたいかを 4件法
（とても知りたい-まあまあ知りたい-あま
り知りたくない-知りたくない）で尋ね

た。質問の対象とした 3 項目を組み合わせ

た 8問と疾患とは関係ない情報についての

意向をあわせた 9問で確認したところ、全

ての項目で半数以上が「とても知りたい」

もしくは「まあまあ知りたい」と回答して

いた。特に生命や生活への影響がある状態

では「とても知りたい」が増える傾向が認

められた。しかしながら、「血縁者でかか

った人がいない、生命や生活に影響が小さ

い、大人になってから発症する病気の情

報」については、40.9%の回答者が、「あ

まり知りたくない」「知りたくない」と回

答しており、さらに、「血縁者でかかった

人がいる、生命や生活に影響の大きい、子

どもの頃に発症する病気の情報」であって

も、「あまり知りたくない」「知りたくな

い」とした回答者が 26.7%を存在してお

り、知りたくないニーズが存在しているこ

とも確認された。  
 
出生前検査が、意思決定や判断にどの程

度参考になるかについて、4件法（ とても

重視する-まあまあ重視する-あまり気にし

ない-全く気にしない）で尋ねたところ、

妊娠継続の判断、妊娠や分娩時の医学的管

理の方針決定、子どもが出生した後の養育

方針の決定、子どもが出生した後の医学管

理方針の決定について、回答者の約 70%が

「とても重視する」もしくは「まあまあ重

視する」としていた。その一方で、「健康

状態と関連しない外見や知性といった子ど

もの性質を知っておくこと」について、

「とても重視する」もしくは「まあまあ重

視する」としたのは回答者の 55.9%であっ

た。 
 
出生前検査の受検判断における他人の意

見をどの程度参考にするかについて、4件
法（とても参考にする-まあまあ参考にす

る-あまり参考ににしない-全く参考にしな

い）で質問したところ、パートナーの意見

が最も重視されており（「とても参考にす

る」49.8%「まあまあ参考にする」

40.2%）、次いで医師の意見（「とても参考
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にする」42.0%「まあまあ参考にする」

45.8%）であった。医師に次いで参考にす

るのが医師以外の医療者の意見であった

（「とても参考にする」16.1%「まあまあ

参考にする」49.3%）。自身およびパート

ナーの親の意見は、ともに「まあまあ参考

にする」とした回答者が多く、いずれも約

半数を占めていた。一方、参考にするとし

た割合が 50%以下であったのは、きょうだ

い、その他の親族、友人、既存メディア、

インターネット・SNS であった。 
 
自分もしくはパートナーの出生前検査受

検にあたり重視する項目について 4件法 

（とても重視する-まあまあ重視する-あま
り気にしない-全く気にしない）で質問し

た。今回 13 項目の質問をしたが、全ての

項目で 70%以上の回答者が「とても重視す

る」もしくは「まあまあ重視する」として

いた。特に「とても重視する」が 40%を超

えていた項目は、「検査に伴う胎児への合

併症や身体的苦痛の有無」(44.2%)「検査

に伴う母体への合併症や身体的苦痛の有

無」（42.4%）「検査の信頼性（検査で病気

がみつかる割合、検査の的中率など）」

(40.1%)であった。 
 
網羅的遺伝学的検査の特徴について解説

し、網羅的な出生前検査に関して重視する

項目について 4件法（とても重視する-ま
あまあ重視する-あまり重視しない-全く重

視しない）で確認した。この結果、目的と

なる所見の発見が 84.3%の回答者が「とて

も重視する」「まあまあ重視する」として

いた。他の 6 項目（血縁者の評価、重症度

や発症時期のあいまい性、取り扱える医療

機関の限定、解釈の限界、二次的所見の検

出、将来的な解釈変更）でも「とても重視

する」「まあまあ重視する」とした回答者

が 7割を超えており、さらに血縁者の評価

と二次的所見の検出については 75%以上で

あった。親子関係の不在を確認できること

については、63.9%の回答者が「とても重

視する」「まあまあ重視する」としてい

た。 
 
 
 

Ｄ．考察 
 今回のデータは webモニターのアンケー

トであり、インターネットリテラシーなど

が日本全体の集団とずれている可能性があ

る。しかし、その限界を考えたとしても、日

本全国において 3 万人規模で調査が行えた

ことは大きな成果であると考えられる。 
 今回の回答者における出生前検査の受検

希望は半数を超える程度であることがあき

らかとなり、胎児の疾患について知りたく

ない意向も存在していることが明らかにな

った。また、出生前検査における意思決定に

は、パートナーが大きな位置を占めていた

が、それに次いで医療者の存在がある。検査

の認知度は超音波検査、羊水検査でも半数

程度の認知であり、実際の意思決定を十全

に行うためには、医療者の中立的な態度と

出生前検査に関する知識が求められると考

えられた。また、網羅的検査に関わる課題に

ついて、半数以上が重視すると回答したこ

とから、これらの検査が社会実装される際

は、十分な説明と遺伝カウンセリングが求

められると推察される。 
今回提示した結果は単純集計であり、今後、

年代、性別、出生前検査の受検希望などを軸

とした 2 群間の比較を行うこと、より深い

考察が可能になると考えた。 
 
 
Ｅ．結論 
 本邦における出生前検査に関わる一般市

民の意向が明らかとなった。医療者におい

ては、態度と知識を涵養し対応することが

求められると考えられた。 
 
Ｆ．健康危険情報 
  なし 
 
Ｇ．研究発表 
  なし 
 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
  なし 
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別紙：一般市民における出生前検査に対する認識調査結果概要 
調査期間 2025 年 3月 3日 〜 2025 年 3月 13日 
 
対象者 30,002 人 
 
I. スクリーニングパート（共通項目） 
 
1. あなたの性別をおしえてください（単一回答） 
a. 男 
b. 女 
c. その他 
d. 答えたくない 

 
男 14337  47.8  

女 15537  51.8  

その他 55  0.2  

答えたくない 73  0.2  
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2. あなたの年齢を教えてください（単一回答） 
（数値で入力し、以下のカテゴリに分類） 

a. 10代（18歳未満）（→終了） 
b. 10代（18歳以上） 
c. 20代 
d. 30代 
e. 40代 
f. 50代 
g. 60代 
h. 70歳以上 
 
１０代（１８歳以上） 462  1.5  

２０代 3098  10.3  

３０代 4451  14.8  

４０代 5151  17.2  

５０代 4790  16.0  

６０代 5429  18.1  

７０歳以上 6621  22.1  

 
  



 39 

3. あなたの居住する都道府県を教えてください（単一回答）プルダウン 
１～47都道府県、48 海外から選択 

 
北海道 1280  4.3  

青森県 312  1.0  

岩手県 285  0.9  

宮城県 617  2.1  

秋田県 248  0.8  

山形県 254  0.8  

福島県 371  1.2  

茨城県 539  1.8  

栃木県 342  1.1  

群馬県 346  1.2  

埼玉県 1645  5.5  

千葉県 1386  4.6  

東京都 3917  13.1  

神奈川県 2239  7.5  

新潟県 478  1.6  

富山県 221  0.7  

石川県 242  0.8  

福井県 150  0.5  

山梨県 160  0.5  

長野県 420  1.4  

岐阜県 427  1.4  

静岡県 747  2.5  

愛知県 1821  6.1  

三重県 355  1.2  

滋賀県 334  1.1  

京都府 651  2.2  

大阪府 2358  7.9  

兵庫県 1404  4.7  

奈良県 348  1.2  

和歌山県 183  0.6  

鳥取県 121  0.4  

島根県 159  0.5  

岡山県 480  1.6  

広島県 719  2.4  

山口県 267  0.9  

徳島県 163  0.5  

香川県 241  0.8  

愛媛県 316  1.1  

高知県 131  0.4  
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福岡県 1478  4.9  

佐賀県 183  0.6  

長崎県 288  1.0  

熊本県 341  1.1  

大分県 295  1.0  

宮崎県 189  0.6  

鹿児島県 310  1.0  

沖縄県 239  0.8  

海外 2  0.0  
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4. あなたの婚姻状況を教えてください(事実婚を含む)（単一回答） 
a. 未婚 
b. 既婚（離別・死別含む） 
 
未婚 9869  32.9  

既婚（離別・死別含む） 20133  67.1  

 
 
5. あなたにはお子さんがいらっしゃいますか。あてはまるものを選んでくださ

い。（単一回答: 選択肢 1 と 2 は複数回答可） 
a. 実子がいる 
b. 継子や養子、里子がいる 
c. 子どもはいない 
 
実子がいる 16577  55.3  

継子や養子、里子がいる 185  0.6  

子どもはいない 13300  44.3  
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6. あなたの職業を教えてください（単一回答） 
a. 会社勤務（一般社員） 
b. 会社勤務（管理職） 
c. 会社経営（経営者・役員） 
d. 公務員・教職員･非営利団体職員 
e. 派遣社員・契約社員 
f. 自営業（商工サービス） 
g. SOHO (Small Office Home Office: フリーランス、個人事業主、在宅ワーカ

ーなど)  
h. 農林漁業 
i. 専門職（弁護士・税理士等・医療関連） 
j. パート・アルバイト 
k. 専業主婦・主夫 
l. 学生 
m. 無職 
n. その他の職業 
 
会社勤務（一般社員） 6471  21.6  

会社勤務（管理職） 1407  4.7  

会社経営（経営者・役員） 470  1.6  

公務員・教職員・非営利団体職員 1433  4.8  

派遣社員・契約社員 1527  5.1  

自営業（商工サービス） 847  2.8  

ＳＯＨＯ （Ｓｍａｌｌ Ｏｆｆｉｃｅ Ｈｏｍｅ Ｏｆｆｉ

ｃｅ： フリーランス、個人事業主、在宅ワーカーなど） 
610  2.0  

農林漁業 129  0.4  

専門職（弁護士・税理士等・医療関連） 934  3.1  

パート・アルバイト 4290  14.3  

専業主婦・主夫 4859  16.2  

学生 909  3.0  

無職 5683  18.9  

その他の職業 433  1.4  

II. 研究参加に関わる質問 
 
8. 本研究に参加いただけますか。（Y/N） 
a. はい 
b. いいえ（→終了） 
 
はい 30002  100.0  

いいえ 0  0.0  
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III. 網羅的な出生前検査について 
    
9. あなたがこのアンケートに参加するまでに、以下の言葉を知っていましたか。

知っていたものを全て教えてください。（複数回答） 
a. NIPT（非侵襲性胎児遺伝学的検査、いわゆる新型出生前検査） 
b. 羊水検査（ようすいけんさ） 
c. 絨毛検査（じゅうもうけんさ） 
d. 超音波検査（ちょうおんぱけんさ） 
e. 母体血清マーカー検査（クアトロマーカー検査・トリプルマーカー検査） 
f. コンバインド検査・OSCAR 検査 
g. 次世代シークエンサー 
h. 染色体マイクロアレイ 
i. 遺伝カウンセリング 

 
ＮＩＰＴ（非侵襲性胎児遺伝学的検査、いわゆる新型出生前検査） 3568  11.9  

羊水検査（ようすいけんさ） 14604  48.7  

絨毛検査（じゅうもうけんさ） 2737  9.1  

超音波検査（ちょうおんぱけんさ） 14888  49.6  

母体血清マーカー検査（クアトロマーカー検査・トリプルマーカー検査） 2447  8.2  

コンバインド検査・ＯＳＣＡＲ検査 337  1.1  

次世代シークエンサー 568  1.9  

染色体マイクロアレイ 1403  4.7  

遺伝カウンセリング 2815  9.4  

当てはまるものはない 11240  37.5  
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10. あなたが妊娠しているとしたら（身体的に男性の方は自身が女性だったし

て）、出生前検査を受けたい、と思いますか。（単一回答） 
 
a. 出生前検査を希望しない 
b. 出生前検査を希望する 
 
出生前検査を希望しない 13268  44.2  

出生前検査を希望する 16734  55.8  

 
 
11. あなたのパートナーが妊娠しているとしたら（パートナーの身体が男性の方

はパートナーが女性だったとして）、出生前検査を受けてもらいたい、と思いま

すか。（単一回答） 
 
a. 出生前検査を希望しない 
b. 出生前検査を希望する 
 
出生前検査を希望しない 12887  43.0  

出生前検査を希望する 17115  57.0  

 
 
12. もし、あなたやあなたのパートナーが出生前検査を受けるとしたら、胎児の

遺伝子やゲノムについて、あなたはどこまで知りたいですか 
（4件法 とても知りたい-まあまあ知りたい-あまり知りたくない-知りたくない） 
 
a. 血縁者でかかった人がいる、生命や生活に影響の大きい、子どもの頃に発症

する病気の情報 
とても知りたい 9658  32.2  

まあまあ知りたい 12331  41.1  

あまり知りたくない 4568  15.2  

知りたくない 3445  11.5  

 
b. 血縁者でかかった人がいない、生命や生活に影響の大きい、子どもの頃に発

症する病気の情報 
とても知りたい 7880  26.3  

まあまあ知りたい 12274  40.9  

あまり知りたくない 5962  19.9  

知りたくない 3886  13.0  

 
c. 血縁者でかかった人がいる、生命や生活への影響が小さい、子どもの頃に発

症する病気の情報 
とても知りたい 7283  24.3  
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まあまあ知りたい 12560  41.9  

あまり知りたくない 6271  20.9  

知りたくない 3888  13.0  

 
d. 血縁者でかかった人がいない、生命や生活への影響が小さい、子どもの頃に

発症する病気の情報 
とても知りたい 6152  20.5  

まあまあ知りたい 12018  40.1  

あまり知りたくない 7333  24.4  

知りたくない 4499  15.0  

 
e. 血縁者でかかった人がいる、生命や生活に影響の大きい、大人になってから

発症する病気の情報 
とても知りたい 9344  31.1  

まあまあ知りたい 12103  40.3  

あまり知りたくない 4971  16.6  

知りたくない 3584  11.9  

 
 
 
 
 
f. 血縁者でかかった人がいない、生命や生活に影響の大きい、大人になってか

ら発症する病気の情報 
とても知りたい 7702  25.7  

まあまあ知りたい 11936  39.8  

あまり知りたくない 6344  21.1  

知りたくない 4020  13.4  

 
g. 血縁者でかかった人がいる、生命や生活に影響が小さい、大人になってから

発症する病気の情報 
とても知りたい 7110  23.7  

まあまあ知りたい 12201  40.7  

あまり知りたくない 6683  22.3  

知りたくない 4008  13.4  

 
h. 血縁者でかかった人がいない、生命や生活に影響が小さい、大人になってか

ら発症する病気の情報 
とても知りたい 6017  20.1  

まあまあ知りたい 11710  39.0  

あまり知りたくない 7725  25.7  

知りたくない 4550  15.2  
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i. 健康状態と関連しない外見や知性などの情報 
とても知りたい 5214  17.4  

まあまあ知りたい 10161  33.9  

あまり知りたくない 8407  28.0  

知りたくない 6220  20.7  
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13. 出生前検査は、以下の項目についてどの程度参考になると考えますか。 
（4件法 とても重視する-まあまあ重視する-あまり気にしない-全く気にしない） 
 
a. 妊娠継続の判断 
とても重視する 8052  26.8  

まあまあ重視する 13140  43.8  

あまり気にしない 6269  20.9  

全く気にしない 2541  8.5  

 
b. 妊娠や分娩時の医学的管理の方針決定 
とても重視する 7560  25.2  

まあまあ重視する 14198  47.3  

あまり気にしない 5903  19.7  

全く気にしない 2341  7.8  

 
c. 子どもが出生した後の養育方針の決定 
とても重視する 7670  25.6  

まあまあ重視する 12973  43.2  

あまり気にしない 6690  22.3  

全く気にしない 2669  8.9  

 
d. 子どもが出生した後の医学管理方針の決定 
とても重視する 7927  26.4  

まあまあ重視する 13819  46.1  

あまり気にしない 5788  19.3  

全く気にしない 2468  8.2  

 
e. 健康状態と関連しない外見や知性といった子どもの性質を知っておくこと 
とても重視する 5482  18.3  

まあまあ重視する 11291  37.6  

あまり気にしない 9080  30.3  

全く気にしない 4149  13.8  

14. あなたやあなたのパートナーが、出生前検査を受けるかどうかを判断すると

したら、他の人の意見をどの程度参考にしますか。 
（4件法 とても参考にする-まあまあ参考にする-あまり参考ににしない-全く参
考にしない） 
 
a. パートナーの意見 
とても参考にする 14947  49.8  

まあまあ参考にする 12057  40.2  

あまり参考ににしない 1875  6.2  

全く参考にしない 1123  3.7  
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b. 自分の親の意見 
とても参考にする 4544  15.1  

まあまあ参考にする 14998  50.0  

あまり参考ににしない 7535  25.1  

全く参考にしない 2925  9.7  

 
c. パートナーの親の意見 
とても参考にする 3485  11.6  

まあまあ参考にする 14703  49.0  

あまり参考ににしない 8441  28.1  

全く参考にしない 3373  11.2  

 
d. きょうだいの意見 
とても参考にする 2141  7.1  

まあまあ参考にする 12004  40.0  

あまり参考ににしない 10936  36.5  

全く参考にしない 4921  16.4  

 
 
 
 
e. 子どもの意見 
とても参考にする 3557  11.9  

まあまあ参考にする 13143  43.8  

あまり参考ににしない 9247  30.8  

全く参考にしない 4055  13.5  

 
f. 親やきょうだい、子ども以外の親戚の意見 
とても参考にする 1625  5.4  

まあまあ参考にする 8280  27.6  

あまり参考ににしない 11959  39.9  

全く参考にしない 8138  27.1  

 
g. 友人の意見 
とても参考にする 1574  5.2  

まあまあ参考にする 10330  34.4  

あまり参考ににしない 11763  39.2  

全く参考にしない 6335  21.1  

 
h. 医師の意見 
とても参考にする 12586  42.0  
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まあまあ参考にする 13737  45.8  

あまり参考ににしない 2291  7.6  

全く参考にしない 1388  4.6  

 
i. 医師以外の医療者の意見 
とても参考にする 4825  16.1  

まあまあ参考にする 14793  49.3  

あまり参考ににしない 7273  24.2  

全く参考にしない 3111  10.4  

 
 
 
j. 既存メディア（新聞・テレビ・ラジオ）の意見 
とても参考にする 1210  4.0  

まあまあ参考にする 8656  28.9  

あまり参考ににしない 12715  42.4  

全く参考にしない 7421  24.7  

 
k. インターネット・SNS の意見 
とても参考にする 1092  3.6  

まあまあ参考にする 7282  24.3  

あまり参考ににしない 12324  41.1  

全く参考にしない 9304  31.0  
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15．自分もしくはパートナーが、出生前検査を受けるかどうかを考えるとした

ら、それぞれの項目について、どの程度重視しますか。 
（4件法 とても重視する-まあまあ重視する-あまり気にしない-全く気にしない） 
 
a. 妊娠を継続した場合に予想される身体的負担 
とても重視する 11663  38.9  

まあまあ重視する 14027  46.8  

あまり気にしない 2994  10.0  

全く気にしない 1318  4.4  

 
b. 妊娠を継続した場合に予想される心理的負担 
とても重視する 11032  36.8  

まあまあ重視する 14302  47.7  

あまり気にしない 3332  11.1  

全く気にしない 1336  4.5  

 
c. 妊娠を継続した場合に予想される金銭的負担 
とても重視する 9638  32.1  

まあまあ重視する 14048  46.8  

あまり気にしない 4700  15.7  

全く気にしない 1616  5.4  

 
d. 妊娠の継続をあきらめた場合に予想される身体的負担 
とても重視する 10716  35.7  

まあまあ重視する 14315  47.7  

あまり気にしない 3531  11.8  

全く気にしない 1440  4.8  

 
 
 
 
e. 妊娠の継続をあきらめた場合に予想される心理的負担 
とても重視する 10922  36.4  

まあまあ重視する 14101  47.0  

あまり気にしない 3528  11.8  

全く気にしない 1451  4.8  

 
f. 妊娠の継続をあきらめた場合に予想される金銭的負担 
とても重視する 7600  25.3  

まあまあ重視する 14094  47.0  

あまり気にしない 6362  21.2  

全く気にしない 1946  6.5  
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g. 妊娠中の公的な支援の有無 
とても重視する 8854  29.5  

まあまあ重視する 14792  49.3  

あまり気にしない 4778  15.9  

全く気にしない 1578  5.3  

 
h. 妊娠中の民間による支援の有無 
とても重視する 7005  23.3  

まあまあ重視する 14673  48.9  

あまり気にしない 6561  21.9  

全く気にしない 1763  5.9  

 
i. 子どもへの公的支援の有無 
とても重視する 9744  32.5  

まあまあ重視する 14464  48.2  

あまり気にしない 4279  14.3  

全く気にしない 1515  5.0  

 
 
 
j. 子どもへの民間による支援の有無 
とても重視する 7832  26.1  

まあまあ重視する 14588  48.6  

あまり気にしない 5863  19.5  

全く気にしない 1719  5.7  

 
k. 検査の信頼性（検査で病気がみつかる割合、検査の的中率など） 
とても重視する 12017  40.1  

まあまあ重視する 13285  44.3  

あまり気にしない 3322  11.1  

全く気にしない 1378  4.6  

 
l. 検査に伴う母体への合併症や身体的苦痛の有無 
とても重視する 12711  42.4  

まあまあ重視する 12931  43.1  

あまり気にしない 3043  10.1  

全く気にしない 1317  4.4  

 
m. 検査に伴う胎児への合併症や身体的苦痛の有無 
とても重視する 13282  44.3  

まあまあ重視する 12566  41.9  
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あまり気にしない 2836  9.5  

全く気にしない 1318  4.4  
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16. 網羅的な遺伝子やゲノムの変化を調べる検査では、一般的な診察では見分け

がつかない病気を絞り込むことができたり、これまでに知られていない病気を

みつけたりできる一方で、目的としない病気のリスクや親子関係が存在しない

ことを発見したり、見つかった変化があってもその解釈が難しい、といったこと

がおきる可能性があります。もし、あなたやあなたのパートナーが網羅的な出生

前検査を受けることを考える場合、以下の項目をどの程度重視しますか。 
（4件法 とても重視する-まあまあ重視する-あまり重視しない-全く重視しない） 
 
a. 目的とした病気の原因となる変化をみつけることができること 
とても重視する 10490  35.0  

まあまあ重視する 14807  49.4  

あまり重視しない 3370  11.2  

全く重視しない 1335  4.4  

 
b. 血縁者に同じ遺伝子の変化がある可能性を評価できること 
とても重視する 7801  26.0  

まあまあ重視する 15493  51.6  

あまり重視しない 5212  17.4  

全く重視しない 1496  5.0  

 
c. 親子関係がないことが判明する可能性があること 
とても重視する 6699  22.3  

まあまあ重視する 12462  41.5  

あまり重視しない 7780  25.9  

全く重視しない 3061  10.2  

 
d. 病気の発生する可能性がみつかっても、その重症度や発症時期はわからない

こと 
とても重視する 6296  21.0  

まあまあ重視する 15420  51.4  

あまり重視しない 6599  22.0  

全く重視しない 1687  5.6  

e. 全ての医療機関で結果を解釈できるわけではないこと 
とても重視する 6033  20.1  

まあまあ重視する 15516  51.7  

あまり重視しない 6745  22.5  

全く重視しない 1708  5.7  

 
f. 病気をおこすかどうか専門家でも解釈ができない変化がみつかることがあ

ること 
とても重視する 6130  20.4  

まあまあ重視する 15456  51.5  
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あまり重視しない 6725  22.4  

全く重視しない 1691  5.6  

 
g. 意図していなかった病気をおこす変化がみつかることがあること 
とても重視する 7046  23.5  

まあまあ重視する 15639  52.1  

あまり重視しない 5691  19.0  

全く重視しない 1626  5.4  

 
h. 後になって、病気をおこすかどうかの判断が変わることがあること 
とても重視する 6584  21.9  

まあまあ重視する 15563  51.9  

あまり重視しない 6242  20.8  

全く重視しない 1613  5.4  

 
 
 
 
 
 
 
 
17. 最後に、網羅的な出生前検査を含めて、出生前検査について御意見があれば

教えてください。なお、個人を特定できる情報は記入しないようお願いします。

（自由回答） 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

III．研究成果の刊行に関する一覧表 
 
 
 

  



 

 
 

56 

１．柴田有花、山田崇弘、関沢明彦、山田重人、西垣昌和、三宅秀彦. NIPTを取
り巻く最近の海外の動向 -対象疾患の現状と検査提供体制-.遺伝⼦医学, 20
24; 14(4):85-93. 

 
以上 

 
 
 



承認番号 21-105-A

2024年11月12日

審査結果通知書
研究責任（代表）者

（研究機関名） 昭和大学

（所属・職名） 昭和大学 医学部 産婦人科学講座 ・准教授

（氏名） 白土 なほ子　 殿

昭和大学　学長

昭和大学における人を対象とする研究等に
関する倫理委員会　委員長

　審査依頼のあった件についての審査結果を下記のとおり通知いたします。

記

研究名称 出生前検査に関する妊産婦等の意識調査のための研究

審査事項

□臨床研究の実施の適否（審査申請書（新規）（    年  月  日付））
■臨床研究の継続の適否
　■研究計画書の変更（審査申請書（変更）（2024年10月09日付））
　□定期報告（定期報告書（    年  月  日付））
　□重篤な有害事象報告（重篤な有害事象に関する報告書（    年  月  日付））
　□予期しない有害事象報告（予期しない有害事象報告書（    年  月  日付））
　□不適合報告（重大な逸脱／不適合に関する報告書（    年  月  日付））
□臨床研究の終了・中止（研究終了報告書（    年  月  日付））
□その他報告（　　　）

□委員会審査（審査日：    年  月  日）

審査区分 ■迅速審査（審査日：2024年11月12日）

□委員会報告（事務局確認日：    年  月  日）

審査結果
■承認　　□継続審査　　□不承認　　□停止（研究の継続には更なる説明が必要）
□中止（研究の継続は適当でない）□非該当

「承認」以外
の

場合の理由等

意見

備考*1

*1：意見以外の研究責任者への連絡事項がある場合には、記載すること。

注1）昭和大学では昭和大学における人を対象とする研究等に関する倫理委員会規則第9条により、申請先を学長としている。

注2）注1により、本書式は倫理委員会 委員長が作成し、学長より研究責任（代表）者に提出する。
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氏名 所属 性別 構成要件 出欠 備考

木内　祐二
医学部　薬理学講座　医科薬理学部
門 男 ① ○ 医師

内田　直樹
医学部　薬理学講座　臨床薬理学部
門 男 ① ○ 医師

関沢　明彦 医学部　産婦人科学講座 男 ① 医師

山本　松男 歯学部　歯周病学講座 男 ① 医師

川添　和義
薬学部　臨床薬学講座　天然医薬治
療学部門 男 ① 薬剤師

冨田　真佐子 保健医療学部　看護学科 女 ① 看護師

小林　真一 統括研究推進センター 男 ① 医師

山口　淳 人事部　人権啓発推進課 男 ③ 事務

平沼　直人 外部 男 ② 外部委員　弁護士

西脇　怜史 外部 男 ② 外部委員　弁護士

宮島　明紀 外部 男 ② 外部委員　弁護士

松浪　京子 外部 女 ③ 外部委員　一般の者

・性別：男/女を記載

・構成要件：以下の番号を記載

　①医学・医療の専門家等、自然科学の有識者

　②倫理学・法律学の専門家等、人文・社会科学の有識者

　③研究対象者の観点も含めて一般の立場から意見を述べることのできる者

・出欠：以下の記号を記載

　○　（出席し、かつ当該研究等に関与しない委員、または迅速審査を行った委員）

　ー　（出席したが、当該研究等に関与するため審議及び採決に不参加の委員）

　×　（欠席した委員）

・委員会審査の場合、以下の要件を満たしていることを確認している

　構成要件①～③の委員が各１名以上含まれている

　倫理審査委員会の設置者の所属機関に所属しない者が複数含まれている(外部委員)

　男女両性で構成されている

　５名以上である
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2024年11月14日

臨床研究実施許可通知書

研究責任者 所属：昭和大学 医学部 産婦人科学講座
氏名：白土 なほ子 殿

研究機関の長

　下記臨床研究について、実施を許可します。

記

研究課題名 出生前検査に関する妊産婦等の意識調査のための研究

研究実施機関名称 昭和大学　

研究機関の長 昭和大学　学長

承認を得た
倫理委員会の名称

昭和大学における人を対象とする研究等に関する倫理委員会

委員会の承認日 2024年11月12日

備考



西暦2024年11月18日

生命科学・医学系研究　審査結果通知書

北海道大学病院

臨床遺伝子診療部

山田 崇弘          殿

北海道大学病院

生命・医学系研究倫理審査委員会

当委員会の業務手順書に従って審査した結果を下記のとおり通知いたします。

研究の実施（変更を含む）にあたっては，研究機関の長の許可を受けること。

記

デ 号ー 番タ 録ベ 登ー ス

（jRCT等）

研 名究 題課 胎児を対象とした網羅的遺伝子解析の実施に関する意識調査

研 の究

種 類

侵 の襲

有 無
□侵襲（軽微な侵襲を除く）を伴う　□軽微な侵襲を伴う　■侵襲を伴わない

介 の入

有 無
□介入を行う研究　　　　　　　　　■介入を行わない研究

実 数施 例予 定 研究全体：    1000 例

実 間施 期予 定 研究機関の長による許可日　～　西暦 2026年03月31日

生
命
・
医
学
系
研
究
倫
理
審
査
委
員
会

審 項査 事

□研究の実施の適否（様式01新規審査依頼書：西暦     年  月  日付）

■研究の継続の適否

■研究計画書等の変更（様式04変更審査依頼書：西暦2024年11月15日付）

□重篤な有害事象の報告

（様式05重篤な有害事象に関する報告書：西暦    年  月  日付）

□適正性等に関する報告

（様式06適正性等に関する審査依頼書：西暦    年  月  日付）

□その他その他（                    ）（西暦    年  月  日付）

審 分査 区

□委員会審査（審査日：西暦     年  月  日）

□書面審査（審査日：西暦     年  月  日）

■迅速審査（審査日：西暦 2024年11月18日）

□委員会報告（事務局確認日：西暦     年  月  日）

審 料査 資

□研究計画書 (西暦    年  月  日,     版)

□同意・説明文書 (西暦    年  月  日,     版)

□情報公開用文書 (西暦    年  月  日,     版)

□健康被害に対する補償に関する資料 (西暦    年  月  日,     版)

□研究対象者への支払いに関する資料 (西暦    年  月  日,     版)

□研究対象者の募集手順に関する資料 (西暦    年  月  日,     版)

■その他（質問紙       ） (西暦2024年11月14日)

審 果査 結 ■1.承認 □2.継続審査 □3.不承認 □4.既承認事項の取り消し □5.その他（   ）

上記2.～5.の場合
，その理由

                              

委員会様式12 研究番号 生024-0136

（審査委員会→申請者）



生命・医学系研究倫理審査委員会委員出欠リスト

当委員会は，北海道大学病院　生命・医学系研究倫理審査委員会標準業務手順書に従って

北海道大学病院長により組織され，活動していることを確認し，保証します。

生 究命 研・ 系医 学

倫 会理 員審 委査

の 称所 名在 び地 よお

所在地：札幌市北区北１４条西５丁目

名　称：北海道大学病院生命・医学系研究倫理審査委員会

生 究命 研・ 系医 学

倫 会理 員審 委査

委 名員 職の ・氏 名

※出欠等

○：出席委員

△：出席委員のうち審
議

及び採決に不参加

×：欠席委員

氏　　　名 所属・職名 出欠等 備　　考

1 渡利 英道 産科・婦人科 教授 ○ ①

2 今野 哲 呼吸器内科 教授 － ①

3 矢部 一郎 脳神経内科 教授 － ①

4 髙橋 將人 乳腺外科 教授 － ①

5 菅谷 勉 歯周病科 特任教授 － ①

6 坂口 究 義歯科 教授 － ①

7 小林 正紀 薬学研究院 教授 － ①

8 菅原 満 薬剤部長 教授 － ①

9 岡林 靖子 看護部長 － ①

10 久米 繁輝 医療支援課長 － ③

11 杉田 修 医療・ヘルスサイエンス研
究開発機構 研究開発コー
ディネーター

－ ①

12 樋之津 史郎 札幌医科大学医学部 教授 － ①④

13 新野 正明 独立行政法人　国立病院機
構 北海道医療センター　
臨床研究部 部長 

－ ①④

14 大島 寿美子 北星学園大学文学部 教授 － ②④

15 千葉 華月 北海学園大学法学部 教授 － ②④

16 滝川 秀子 札幌市スクールカウンセ
ラー

－ ②④

17 近藤 由佳 NPO法人 キャンサーサポー
ト北海道 運営委員

－ ③④

備考欄に委員区分を以下のとおり示す。

① 医学・医療の専門家等、自然科学の有識者

② 倫理学・法律学の専門家等、人文・社会科学の有識者

③ 研究対象者の観点も含めて一般の立場から意見を述べることのできる者

④ 当委員会の設置者の所属機関に所属しない者

委員会様式12 研究番号 生024-0136

（審査委員会→申請者）





令和７年３月３１日 
こども家庭庁長官 殿 

                                                                                             
                   
                              
                              機関名 お茶の水女子大学 
 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 佐々木 泰子        
  
   次の職員の令和６年度こども家庭科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管
理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業                      

２．研究課題名 出生前検査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリング体制、支援体制の構築のための研究  

３．研究者名  （所属部署・職名）  基幹研究院・教授                          

    （氏名・フリガナ）  三宅 秀彦・ミヤケ ヒデヒコ                        

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 昭和大学、北海道大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：国立大学法人お茶の水女子大学研究倫理指針） 
 ■   □ ■ お茶の水女子大学 □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．こども家庭分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



2025年 3  月  11 日 
こども家庭庁長官 殿 

                                                                                             
                   
                              
                              機関名 京都大学 
 
                      所属研究機関長 職 名 医学研究科長 
                                                                                      
                              氏 名 伊佐 正   
 
   次の職員の令和６年度こども家庭科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管
理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業                      

２．研究課題名 出生前検査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリング体制、支援体制の構築のための研究  

３．研究者名  （所属部署・職名）大学院医学研究科人間健康科学系専攻・教授                      

    （氏名・フリガナ）山田 重人・ヤマダ シゲヒト            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 昭和大学、北海道大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：国立大学法人お茶の水女子大学研究倫理指針） 
 ■   □ ■ お茶の水女子大学 □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．こども家庭分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。
 



年 月 日 
こども家庭庁長官 殿 

 機関名 国際医療福祉大学 

所属研究機関長 職名 学長

　氏 名 鈴木　康裕    

　　次の職員の令和６年度こども家庭科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管
理については以下のとおりです。 
１．研究事業名 成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業 

２．研究課題名 出生前検査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリング体制、支援体制の構築のための研究 

３．研究者名  （所属部署・職名）大学院医療福祉学研究科・教授  

 （氏名・フリガナ）西垣 昌和・ニシガキ マサカズ

４．倫理審査の状況 

該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み 審査した機関 
未審査（※

2）

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
■ □ ■ 昭和大学、北海道大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：国立大学法人お茶の水女子大学研究倫理指針） 
■ □ ■ お茶の水女子大学 □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項） 

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．こども家庭分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由： ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：  ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由： ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

   2025     4    9

s.uryuu
取り消し線



令和７年３月３１日 
こども家庭庁長官 殿 

                                                                                             
                   
                              
                              機関名 北海道大学 
 
                      所属研究機関長 職 名 総長 
                                                                                      
                              氏 名 寳金 清博   
 
   次の職員の令和６年度こども家庭科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管
理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業                      

２．研究課題名 出生前検査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリング体制、支援体制の構築のための研究  

３．研究者名  （所属部署・職名）北海道大学病院臨床遺伝子診療部・教授                      

    （氏名・フリガナ）山田 崇弘・ヤマダ タカヒロ            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 昭和大学、北海道大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：国立大学法人お茶の水女子大学研究倫理指針） 
 ■   □ ■ お茶の水女子大学 □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．こども家庭分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



2025年 3  月  11 日 
こども家庭庁長官 殿 

                                                                                             
                   
                              
                              機関名 京都大学 
 
                      所属研究機関長 職 名 医学研究科長 
                                                                                      
                              氏 名 伊佐 正   
 
   次の職員の令和６年度こども家庭科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管
理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業                      

２．研究課題名 出生前検査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリング体制、支援体制の構築のための研究  

３．研究者名  （所属部署・職名）大学院医学研究科・名誉教授                      

    （氏名・フリガナ）小西 郁生・コニシ イクオ            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 昭和大学、北海道大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：国立大学法人お茶の水女子大学研究倫理指針） 
 ■   □ ■ お茶の水女子大学 □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．こども家庭分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。
 



令和７年３月３１日 
こども家庭庁長官 殿 

                                                                                             
                   
                              
                              機関名 国際医療福祉大学 
 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 鈴木 康裕   
 
   次の職員の令和６年度こども家庭科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管
理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業                      

２．研究課題名 出生前検査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリング体制、支援体制の構築のための研究  

３．研究者名  （所属部署・職名）成田薬学部・教授                      

    （氏名・フリガナ）久具 宏司・クグ コウジ            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 昭和大学、北海道大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：国立大学法人お茶の水女子大学研究倫理指針） 
 ■   □ ■ お茶の水女子大学 □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．こども家庭分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。
 



令和７年３月３１日 
こども家庭庁長官 殿 

                                                                                             
                   
                              
                              機関名 学校法人昭和大学 
 
                      所属研究機関長 職 名 理事長 
                                                                                      
                              氏 名 小口 勝司   
 
   次の職員の令和６年度こども家庭科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管
理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業                      

２．研究課題名 出生前検査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリング体制、支援体制の構築のための研究  

３．研究者名  （所属部署・職名）医学部・講師                      

    （氏名・フリガナ）小出 馨子・コイデ ケイコ            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 昭和大学、北海道大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：国立大学法人お茶の水女子大学研究倫理指針） 
 ■   □ ■ お茶の水女子大学 □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．こども家庭分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和７年３月３１日 
こども家庭庁長官 殿 

                                                                                             
                   
                              
                              機関名 お茶の水女子大学 
 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 佐々木 泰子   
 
   次の職員の令和６年度こども家庭科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管
理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業                      

２．研究課題名 出生前検査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリング体制、支援体制の構築のための研究  

３．研究者名  （所属部署・職名）基幹研究院・講師                      

    （氏名・フリガナ）佐々木 元子・ササキ モトコ            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 昭和大学、北海道大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：国立大学法人お茶の水女子大学研究倫理指針） 
 ■   □ ■ お茶の水女子大学 □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．こども家庭分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。
 



2025年 3月 13日 
こども家庭庁長官 殿 

機関名 兵庫医科大学 

所属研究機関長 職 名 学長 

氏 名 鈴木 敬一郎 

次の職員の令和６年度こども家庭科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管
理については以下のとおりです。 
１．研究事業名 成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業 

２．研究課題名 出生前検査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリング体制、支援体制の構築のための研究 

３．研究者名  （所属部署・職名）医学部・教授 

 （氏名・フリガナ）澤井 英明・サワイ ヒデアキ

４．倫理審査の状況 

該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み 審査した機関 
未審査（※

2）

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
■ □ ■ 昭和大学、北海道大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：国立大学法人お茶の水女子大学研究倫理指針） 
■ □ ■ お茶の水女子大学 □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．こども家庭分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由： ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：  ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由： ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



令和７年４月３日 
こども家庭庁長官 殿 

                                                                                             
                   
                              
                              機関名 岩手医科大学 
 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 小笠原 邦昭   
 
   次の職員の令和６年度こども家庭科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管
理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業                      

２．研究課題名 出生前検査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリング体制、支援体制の構築のための研究  

３．研究者名  （所属部署・職名）医学部・教授                      

    （氏名・フリガナ）鈴森 伸宏・スズモリ ノブヒロ            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 昭和大学、北海道大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：国立大学法人お茶の水女子大学研究倫理指針） 
 ■   □ ■ お茶の水女子大学 □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．こども家庭分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。
 



令和７年３月３１日 
こども家庭庁長官 殿 

                                                                                             
                   
                              
                              機関名 横浜市立大学附属病院 
 
                      所属研究機関長 職 名 病院長 
                                                                                      
                              氏 名 遠藤 格   
 
   次の職員の令和６年度こども家庭科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管
理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業                      

２．研究課題名 出生前検査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリング体制、支援体制の構築のための研究  

３．研究者名  （所属部署・職名）遺伝子診療科・講師                      

    （氏名・フリガナ）浜之上 はるか・ハマノウエ ハルカ            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 昭和大学、北海道大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：国立大学法人お茶の水女子大学研究倫理指針） 
 ■   □ ■ お茶の水女子大学 □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．こども家庭分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和７年３月３１日 
こども家庭庁長官 殿 

                                                                                             
                   
                              
                              機関名 旭川医科大学病院 
 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 西川 祐司   
 
   次の職員の令和６年度こども家庭科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管
理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業                      

２．研究課題名 出生前検査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリング体制、支援体制の構築のための研究  

３．研究者名  （所属部署・職名）遺伝子診療カウンセリング室・教授                      

    （氏名・フリガナ）蒔田 芳男・マキタ ヨシオ            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 昭和大学、北海道大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：国立大学法人お茶の水女子大学研究倫理指針） 
 ■   □ ■ お茶の水女子大学 □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．こども家庭分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和７年３月３１日 
こども家庭庁長官 殿 

                                                                                             
                   
                              
                              機関名 長崎大学 
 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 永安 武   
 
   次の職員の令和６年度こども家庭科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管
理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業                      

２．研究課題名 出生前検査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリング体制、支援体制の構築のための研究  

３．研究者名  （所属部署・職名）大学院医歯薬学総合研究科・教授                      

    （氏名・フリガナ）三浦 清徳・ミウラ キヨノリ            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 昭和大学、北海道大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：国立大学法人お茶の水女子大学研究倫理指針） 
 ■   □ ■ お茶の水女子大学 □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．こども家庭分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和７年３月３１日 
こども家庭庁長官 殿 

                                                                                             
                   
                              
                              機関名 東京女子医科大学 
 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 山中 寿   
 
   次の職員の令和６年度こども家庭科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管
理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業                      

２．研究課題名 出生前検査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリング体制、支援体制の構築のための研究  

３．研究者名  （所属部署・職名）ゲノム診療科・公認心理師                      

    （氏名・フリガナ）浦野 真理・ウラノ マリ            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 昭和大学、北海道大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：国立大学法人お茶の水女子大学研究倫理指針） 
 ■   □ ■ お茶の水女子大学 □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．こども家庭分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和７年３月３１日 
こども家庭庁長官 殿 

                                                                                             
                   
                              
                              機関名 山形県立保健医療大学 
 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 上月 正博   
 
   次の職員の令和６年度こども家庭科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管
理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業                      

２．研究課題名 出生前検査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリング体制、支援体制の構築のための研究  

３．研究者名  （所属部署・職名）保健医療学部・教授                      

    （氏名・フリガナ）遠藤 恵子・エンドウ ケイコ            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 昭和大学、北海道大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：国立大学法人お茶の水女子大学研究倫理指針） 
 ■   □ ■ お茶の水女子大学 □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．こども家庭分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和７年３月３１日 
こども家庭庁長官 殿 

                                                                                             
                   
                              
                              機関名 聖路加国際大学 
 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 堀内 成子   
 
   次の職員の令和６年度こども家庭科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管
理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業                      

２．研究課題名 出生前検査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリング体制、支援体制の構築のための研究  

３．研究者名  （所属部署・職名）看護学研究科・教授                      

    （氏名・フリガナ）片岡 弥恵子・カタオカ ヤエコ            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 昭和大学、北海道大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：国立大学法人お茶の水女子大学研究倫理指針） 
 ■   □ ■ お茶の水女子大学 □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．こども家庭分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和７年３月３１日 
こども家庭庁長官 殿 

                                                                                             
                   
                              
                              機関名 国立大学法人信州大学 
 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 中村 宗一郎   
 
   次の職員の令和６年度こども家庭科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管
理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業                      

２．研究課題名 出生前検査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリング体制、支援体制の構築のための研究  

３．研究者名  （所属部署・職名）医学部保健学科・教授                      

    （氏名・フリガナ）金井 誠・カナイ マコト            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 昭和大学、北海道大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：国立大学法人お茶の水女子大学研究倫理指針） 
 ■   □ ■ お茶の水女子大学 □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．こども家庭分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和７年３月３１日 
こども家庭庁長官 殿 

                                                                                             
                   
                              
                              機関名 長崎大学 
 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 永安 武   
 
   次の職員の令和６年度こども家庭科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管
理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業                      

２．研究課題名 出生前検査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリング体制、支援体制の構築のための研究  

３．研究者名  （所属部署・職名）大学院医歯薬学総合研究科・准教授                      

    （氏名・フリガナ）佐々木 規子・ササキ ノリコ            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 昭和大学、北海道大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：国立大学法人お茶の水女子大学研究倫理指針） 
 ■   □ ■ お茶の水女子大学 □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．こども家庭分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和７年３月３１日 
こども家庭庁長官 殿 

                                                                                             
                   
                              
                              機関名 国立大学法人信州大学 
 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 中村 宗一郎   
 
   次の職員の令和６年度こども家庭科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管
理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業                      

２．研究課題名 出生前検査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリング体制、支援体制の構築のための研究  

３．研究者名  （所属部署・職名）医学部保健学科・教授                      

    （氏名・フリガナ）中込 さと子・ナカゴミ サトコ            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 昭和大学、北海道大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：国立大学法人お茶の水女子大学研究倫理指針） 
 ■   □ ■ お茶の水女子大学 □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．こども家庭分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和７年３月１３日 
こども家庭庁長官 殿 

                                                                                             
                   
                              
                              機関名 岩手医科大学 
 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 小笠原 邦昭   
 
   次の職員の令和６年度こども家庭科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管
理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業                      

２．研究課題名 出生前検査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリング体制、支援体制の構築のための研究  

３．研究者名  （所属部署・職名）大学院医学研究科・客員教授                      

    （氏名・フリガナ）福島 明宗・フクシマ アキムネ            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 昭和大学、北海道大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：国立大学法人お茶の水女子大学研究倫理指針） 
 ■   □ ■ お茶の水女子大学 □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．こども家庭分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。
 



令和７年３月３１日 
こども家庭庁長官 殿 

                                                                                             
                   
                              
                              機関名 国立成育医療研究センター 
 
                      所属研究機関長 職 名 理事長 
                                                                                      
                              氏 名 五十嵐 隆   
 
   次の職員の令和６年度こども家庭科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管
理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業                      

２．研究課題名 出生前検査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリング体制、支援体制の構築のための研究  

３．研究者名  （所属部署・職名）周産期・母性診療センター・産科医長                      

    （氏名・フリガナ）佐々木 愛子・ササキ アイコ            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 昭和大学、北海道大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：国立大学法人お茶の水女子大学研究倫理指針） 
 ■   □ ■ お茶の水女子大学 □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．こども家庭分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和７年３月３１日 
こども家庭庁長官 殿 

                                                                                             
                   
                              
                              機関名 学校法人昭和大学 
 
                      所属研究機関長 職 名 理事長 
                                                                                      
                              氏 名 小口 勝司   
 
   次の職員の令和６年度こども家庭科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管
理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業                      

２．研究課題名 出生前検査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリング体制、支援体制の構築のための研究  

３．研究者名  （所属部署・職名）医学部 産婦人科学講座・准教授                      

    （氏名・フリガナ）白土 なほ子・シラト ナホコ            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 昭和大学、北海道大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：国立大学法人お茶の水女子大学研究倫理指針） 
 ■   □ ■ お茶の水女子大学 □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．こども家庭分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和７年３月３１日 
こども家庭庁長官 殿 

                                                                                             
                   
                              
                              機関名 学校法人昭和大学 
 
                      所属研究機関長 職 名 理事長 
                                                                                      
                              氏 名 小口 勝司   
 
   次の職員の令和６年度こども家庭科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管
理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業                      

２．研究課題名 出生前検査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリング体制、支援体制の構築のための研究  

３．研究者名  （所属部署・職名）医学部 産婦人科学講座・教授                      

    （氏名・フリガナ）関沢 明彦・セキザワ アキヒコ            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 昭和大学、北海道大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：国立大学法人お茶の水女子大学研究倫理指針） 
 ■   □ ■ お茶の水女子大学 □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．こども家庭分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和７年３月３１日 
こども家庭庁長官 殿 

                                                                                             
                   
                              
                              機関名 群馬大学 
 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 石崎 泰樹   
 
   次の職員の令和６年度こども家庭科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管
理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業                      

２．研究課題名 出生前検査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリング体制、支援体制の構築のための研究  

３．研究者名  （所属部署・職名）大学院医学系研究科・教授                      

    （氏名・フリガナ）秦 健一郎・ハタ ケンイチロウ            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 昭和大学、北海道大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：国立大学法人お茶の水女子大学研究倫理指針） 
 ■   □ ■ お茶の水女子大学 □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．こども家庭分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和７年３月３１日 
こども家庭庁長官 殿 

                                                                                             
                   
                              
                              機関名 聖路加国際大学 
 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 堀内 成子   
 
   次の職員の令和６年度こども家庭科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管
理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業                      

２．研究課題名 出生前検査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリング体制、支援体制の構築のための研究  

３．研究者名  （所属部署・職名）看護学研究科・准教授                      

    （氏名・フリガナ）増澤 祐子・マスザワ ユウコ            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 昭和大学、北海道大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：国立大学法人お茶の水女子大学研究倫理指針） 
 ■   □ ■ お茶の水女子大学 □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．こども家庭分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



こども家庭庁長官　 殿

機関名

所属研究機関長　職　名

氏　名

 次の職員の令和６年度こども家庭科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理に

ついては以下のとおりです。

１．研究事業名

２．研究課題名

３．研究者名 （所属部局・職名）

（氏名・フリガナ）　　

４．倫理審査の状況

（※1） 当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェックし

一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2） 未審査に場合は、その理由を記載すること。

（※3） 廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

５．こども家庭分野の研究活動における不正行為への対応について

６．利益相反の管理

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

□

 当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無  有 ■　無 □（無の場合は委託先機関：　　　　　　　　　　　　　）

 当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無  有 ■　無 □（無の場合はその理由　：　　　　　　　　　　　　　）

 当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無  有 □　無 ■（有の場合はその内容　：　　　　　　　　　　　　　）

 研究倫理教育の受講状況  受講 ■　未受講 □

 当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定  有 ■　無 □（無の場合はその理由　：　　　　　　　　　　　　　）

 その他、該当する倫理指針があれば記入すること

 （指針の名称：国立大学法人お茶の水女子大学研究倫理指針）
■ □ ■   お茶の水女子大学

 遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □   □

令和 7 年 3 月 24 日 

東京女子医科大学

学長

山中　寿

成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業

出生前検査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリング体制、支援体制の構築のための研究

医学部 ・ 教授

山本　俊至 ・ ヤマモト　トシユキ

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入　（※1）

有 無 審査済み 　　　審査した機関 未審査(※2)

 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針

（※3）
■ □ ■   昭和大学、北海道大学 □



令和７年３月３１日 
こども家庭庁長官 殿 

                                                                                             
                   
                              
                              機関名 東京都立小児総合医療センター 
 
                      所属研究機関長 職 名 院長 
                                                                                      
                              氏 名 山岸 敬幸   
 
   次の職員の令和６年度こども家庭科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管
理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業                      

２．研究課題名 出生前検査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリング体制、支援体制の構築のための研究  

３．研究者名  （所属部署・職名）遺伝診療部 臨床遺伝科・部長                      

    （氏名・フリガナ）吉橋 博史・ヨシハシ ヒロシ            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 昭和大学、北海道大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：国立大学法人お茶の水女子大学研究倫理指針） 
 ■   □ ■ お茶の水女子大学 □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．こども家庭分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和７年１月２４日 
こども家庭庁長官 殿 

                                                                                             
                   
                              
                              機関名 国立大学法人東京科学大学 
 
                      所属研究機関長 職 名 理事長 
                                                                                      
                              氏 名 大竹 尚登   
 
   次の職員の令和６年度こども家庭科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管
理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業                      

２．研究課題名 出生前検査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリング体制、支援体制の構築のための研究  

３．研究者名  （所属部署・職名）血管代謝探索講座・寄附研究部門准教授                      

    （氏名・フリガナ）江川 真希子・エガワ マキコ            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 昭和大学、北海道大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：国立大学法人お茶の水女子大学研究倫理指針） 
 ■   □ ■ お茶の水女子大学 □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．こども家庭分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。
 



令和７年３月３１日 
こども家庭庁長官 殿 

                                                                                             
                   
                              
                              機関名 藤田医科大学 
 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 湯澤 由紀夫   
 
   次の職員の令和６年度こども家庭科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管
理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業                      

２．研究課題名 出生前検査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリング体制、支援体制の構築のための研究  

３．研究者名  （所属部署・職名）医科学研究センター 分子遺伝学研究部門・教授                      

    （氏名・フリガナ）倉橋 浩樹・クラハシ ヒロキ            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 昭和大学、北海道大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：国立大学法人お茶の水女子大学研究倫理指針） 
 ■   □ ■ お茶の水女子大学 □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．こども家庭分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和７年３月３１日 
こども家庭庁長官 殿 

                                                                                             
                   
                              
                              機関名 国立大学法人東北大学 
 
                      所属研究機関長 職 名 総長 
                                                                                      
                              氏 名 冨永 悌二   
 
   次の職員の令和６年度こども家庭科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管
理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業                      

２．研究課題名 出生前検査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリング体制、支援体制の構築のための研究  

３．研究者名  （所属部署・職名）東北メディカル・メガバンク機構・准教授                      

    （氏名・フリガナ）小林 朋子・コバヤシ トモコ            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 昭和大学、北海道大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：国立大学法人お茶の水女子大学研究倫理指針） 
 ■   □ ■ お茶の水女子大学 □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．こども家庭分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和７年３月３１日 
こども家庭庁長官 殿 

                                                                                             
                   
                              
                              機関名 東京慈恵会医科大学 
 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 松藤 千弥   
 
   次の職員の令和６年度こども家庭科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管
理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業                      

２．研究課題名 出生前検査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリング体制、支援体制の構築のための研究  

３．研究者名  （所属部署・職名）医学部産婦人科学教室・教授                      

    （氏名・フリガナ）佐村 修・サムラ オサム            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 昭和大学、北海道大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：国立大学法人お茶の水女子大学研究倫理指針） 
 ■   □ ■ お茶の水女子大学 □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．こども家庭分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和７年３月３１日 
こども家庭庁長官 殿 

                                                                                             
                   
                              
                              機関名 東京慈恵会医科大学附属病院 
 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 松藤 千弥   
 
   次の職員の令和６年度こども家庭科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管
理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業                      

２．研究課題名 出生前検査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリング体制、支援体制の構築のための研究  

３．研究者名  （所属部署・職名）医学部遺伝診療部・准教授                      

    （氏名・フリガナ）竹内 千仙・タケウチ チセン            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 昭和大学、北海道大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：国立大学法人お茶の水女子大学研究倫理指針） 
 ■   □ ■ お茶の水女子大学 □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．こども家庭分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。
 



令和７年３月３１日 
こども家庭庁長官 殿 

                                                                                             
                   
                              
                              機関名 湘南医療大学 
 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 大屋敷 芙志枝   
 
   次の職員の令和６年度こども家庭科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管
理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業                      

２．研究課題名 出生前検査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリング体制、支援体制の構築のための研究  

３．研究者名  （所属部署・職名）保健医療学部・教授                      

    （氏名・フリガナ）三上 幹男・ミカミ ミキオ            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 昭和大学、北海道大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：国立大学法人お茶の水女子大学研究倫理指針） 
 ■   □ ■ お茶の水女子大学 □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．こども家庭分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和７年１月２４日 
こども家庭庁長官 殿 

                                                                                             
                   
                              
                              機関名 国立大学法人東京科学大学 
 
                      所属研究機関長 職 名 理事長 
                                                                                      
                              氏 名 大竹 尚登   
 
   次の職員の令和６年度こども家庭科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管
理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業                      

２．研究課題名 出生前検査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリング体制、支援体制の構築のための研究  

３．研究者名  （所属部署・職名）統合研究機構 生命倫理研究センター・センター長・教授                      

    （氏名・フリガナ）吉田 雅幸・ヨシダ マサユキ            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 昭和大学、北海道大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：国立大学法人お茶の水女子大学研究倫理指針） 
 ■   □ ■ お茶の水女子大学 □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．こども家庭分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。
 



2025年 3  月  11 日 
こども家庭庁長官 殿 

                                                                                             
                   
                              
                              機関名 京都大学 
 
                      所属研究機関長 職 名 医学研究科長 
                                                                                      
                              氏 名 伊佐 正   
 
   次の職員の令和６年度こども家庭科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管
理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業                      

２．研究課題名 出生前検査に関する情報提供体制、遺伝カウンセリング体制、支援体制の構築のための研究  

３．研究者名  （所属部署・職名）臨床統計学講座・特定教授                      

    （氏名・フリガナ）田中 司朗・タナカ シロウ            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 昭和大学、北海道大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：国立大学法人お茶の水女子大学研究倫理指針） 
 ■   □ ■ お茶の水女子大学 □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．こども家庭分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 


